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1. 海岸及び海岸保全施設の概要 

1.1 海岸及び海岸保全施設の概要、位置など 

海岸の概要 

・ 本漁港海岸は、小池地区海岸、八木沢地区海岸、西浜地区海岸に細分類される。 

・ 対象施設は護岸（L=1,197.85m）、突堤（L=155.0m）、陸閘（10基）である。 

・ 今後、経年劣化に伴う老朽化が進行していくことから、海岸の防護に支障が及ばないよう、将来

を見据えた計画的、効率的な機能維持・機能向上が課題として位置付けられる。 

 

海岸の基本的な情報は、以下のとおりである。 

 

表 1.1.1 海岸の概要 

所管 伊豆市 

海岸管理者名 伊豆市長 

都道府県名 静岡県 

市町村名 伊豆市 

沿岸名 伊豆半島沿岸 

海岸名 八木沢漁港海岸 

地区海岸名 
小池地区海岸、八木沢地区海岸、 

西浜地区海岸 

海岸線の総延長 1,250.0m 

海岸保全区域の面積 88,283.0 ㎡ 

海岸保全施設のある 

区間の総延長 
1260.3m 

海岸保全施設のない 

区間の総延長 
284.0m 

特記事項など - 

＜出典：漁港海岸保全区域台帳＞ 
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海岸保全施設の概要 

海岸保全施設の基本情報を表 1.1.2 に示す。 

 

表 1.1.2 施設概要 

 

  

延長(m)

区間 護岸 突堤 陸閘

No.1 G3-6 小池防波堤護岸 陸閘 片開式ゲート 2007 年 3月 20日 13 3.70

No.2 G3-1 小池防波堤護岸 護岸 波返しコンクリート 1970 年 3月 30日 50 98.90

No.3 G3-7 小池防波堤護岸 陸閘 片開式ゲート 2007 年 3月 20日 13 3.09

No.4

G3-1 小池防波堤護岸
G3-2 小池防波堤護岸
G3-3 小池防波堤護岸
G3-4 小池防波堤護岸

護岸 波返しコンクリート 1970 年 3月 30日 50 220.20

No.5 G3-9 小池防波堤護岸 陸閘 片開式ゲート 2007 年 3月 20日 13 4.15

No.6 G3-4 小池防波堤護岸 護岸 波返しコンクリート 1973 年 3月 30日 47 86.80

No.7 G3-8 小池防波堤護岸 陸閘 引戸式ゲート 2007 年 3月 20日 13 6.73

No.8
G3-4 小池防波堤護岸
G3-5 小池防波堤護岸

護岸 波返しコンクリート 1973 年 3月 30日 47 68.30

No.9 G7-2 八木沢防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 1992 年 3月 31日 28 3.00

No.10 G7-1 八木沢防潮堤護岸 陸閘 引戸式ゲート 1992 年 3月 31日 28 11.00

No.11 G7-3 八木沢防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 1993 年 3月 31日 27 43.00

No.12 G7-5 八木沢防潮堤護岸 陸閘 引戸式ゲート 1994 年 3月 31日 26 11.00

No.13 G7-4 八木沢防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 1994 年 3月 31日 26 9.40

No.14 I2 小池突堤 突堤 L型 2007 年 3月 20日 13 75.00

No.15 I1 小池突堤 突堤 L型 2007 年 3月 20日 13 80.00

No.1 G6-2 八木沢防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 1991 年 3月 31日 29 39.10

No.2 G6-3 八木沢防潮堤護岸 陸閘 引戸式ゲート 1992 年 3月 31日 28 11.00

No.3 G6-1 八木沢防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 1991 年 3月 31日 29 8.70

No.1 G2-1 丸山防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 2003 年 3月 31日 17 79.10

No.2 G2-2 丸山防潮堤護岸 陸閘 引戸式ゲート 2003 年 3月 31日 17 10.00

No.3 G2-3 丸山防潮堤護岸 護岸 コンクリート壁 2003 年 3月 31日 17 5.90

No.4
G8-1 八木沢防潮堤護岸
G8-3 八木沢防潮堤護岸

護岸 コンクリート壁 1994 年 3月 31日 26 48.30

No.5 G8-5 八木沢防潮堤護岸 陸閘 片開式ゲート 1995 年 3月 31日 25 8.60

No.6
G8-2 八木沢防潮堤護岸
G8-4 八木沢防潮堤護岸

護岸 コンクリート壁 1994 年 3月 31日 26 46.85

No.7 G5-1 丸山防波堤護岸 護岸 波返しコンクリート 1975 年 3月 30日 45 39.95

No.8 G5-6 丸山防波堤護岸 陸閘 引戸式ゲート 1995 年 3月 31日 25 10.10

No.9

G5-1 丸山防波堤護岸
G5-2 丸山防波堤護岸
G5-3 丸山防波堤護岸
G5-4 丸山防波堤護岸
G5-5 丸山防波堤護岸

護岸 波返しコンクリート 1975 年 3月 30日 45 400.35

1,197.85 155.00 79.37

※長寿命化計画策定基準年月日：2021.1.29

築造年度

経過
年数
(年)

各延長(m)

※1つの一定区間に
　2つ以上の施設が
　含まれている場合は、
　安全側の施工年度を
　採用する。

八木沢漁港海岸

小池地区海岸 529.60 155.00 39.67

八木沢地区海岸

漁港海岸名 地区海岸名
一定
区間

施設名称 種類 構造形式

海岸保全施設延長　合計

47.80 － 11.00

西浜地区海岸 620.45 － 28.70
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＜海岸保全施設が確保すべき防護機能について＞ 

朔望平均満潮位：D.L.+1.802m 

朔望平均干潮位：D.L.-0.197m 

確率潮位偏差：台帳記載なし 

確率波高：台帳記載なし 

計画天端高：台帳記載なし 

機能上必要な天端高：台帳記載なし 

 

 

背後地の利用状況、重要性など 

八木沢漁港海岸の背後は住宅地となっている。 

海岸保全施設は、高潮、波浪等の海岸災害から背後の人命や財産を守る役割を担っている。 

 

 

＜出典：GEOSPACE CDP プラス＞ 

図 1.1.1 八木沢漁港海岸 

  

八木沢漁港海岸 

護岸（L=1,197.85m） 

突堤（L=155.0m） 

陸閘（10基） 

宅地
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2. 長寿命化計画の概要 

2.1  計画の目標 

本計画は、八木沢漁港海岸において、背後地に住宅地があることを踏まえ、海岸保全施設の防護機能

を可能な限り長期間維持できるよう、予防保全の考え方に基づいた適切な維持管理を行うことを目標と

するものである。 

また、「海岸保全施設維持管理マニュアル」（令和 2年 6 月）を参考として維持管理を行うものとする。 

なお、点検結果や修繕等の実施、海岸の状況の変化等により、必要に応じて本計画の見直しを行って

適切な維持管理を行うこととする。その履歴を参考資料-2 に示す。 

 

2.2  長寿命化計画の体系 

海岸保全施設の長寿命化計画の体系は、図 2.2.1 に示す通りである。 

 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.106＞ 

図 2.2.1 長寿命化計画の体系 
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2.3  計画期間の設定 

本海岸における長寿命化計画の計画期間は、表 2.3.1 に示す設計供用期間を参考とし、計画策定時点

から 50 年とする。 

 

表 2.3.1 設計共用期間の設定 

 

八木沢漁港海岸の長寿命化計画の策定（新規）は、2021 年 1月であることから、計画策定から 50年間

（2021 年～2071 年まで）を供用期間と設定する。 

次頁に、点検の実施時期や計画書の策定年、供用期間を整理する。 
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表 2.3.2 供用期間（八木沢漁港海岸） 

 

  

和暦 西暦
供用
期間

備考 和暦 西暦
供用
期間

備考

R2 2020 11月～12月：八木沢漁港海岸の初回点検 R28 2046 26

R3 2021 1
1月：八木沢漁港海岸の計画書策定（新規）
※供用開始

R29 2047 27

R4 2022 2 R30 2048 28

R5 2023 3 八木沢漁港海岸の補修対策開始時期（令和5年以降） R31 2049 29

R6 2024 4 R32 2050 30 ※定期点検（予定）

R7 2025 5 ※定期点検（予定） R33 2051 31

R8 2026 6 R34 2052 32

R9 2027 7 R35 2053 33

R10 2028 8 R36 2054 34

R11 2029 9 R37 2055 35 ※定期点検（予定）

R12 2030 10 ※定期点検（予定） R38 2056 36

R13 2031 11 R39 2057 37

R14 2032 12 R40 2058 38

R15 2033 13 R41 2059 39

R16 2034 14 R42 2060 40 ※定期点検（予定）

R17 2035 15 ※定期点検（予定） R43 2061 41

R18 2036 16 R44 2062 42

R19 2037 17 R45 2063 43

R20 2038 18 R46 2064 44

R21 2039 19 R47 2065 45 ※定期点検（予定）

R22 2040 20 ※定期点検（予定） R48 2066 46

R23 2041 21 R49 2067 47

R24 2042 22 R50 2068 48

R25 2043 23 R51 2069 49

R26 2044 24 R52 2070 50
供用終了（予定）
※計画の見直しを図る

R27 2045 25 ※定期点検（予定）
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2.4 一定区間の設定 

本海岸について、断面や構造形式が変わる箇所、横断構造物（陸閘）が設置され海岸線の連続性が途

切れる箇所を境として、図 2.4.1～図 2.4.7 に示す一定区間を設定する。 

 

資料1-9



8 

 

 

図 2.4.1 小池地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定（１） 

 

 

 

図 2.4.2 小池地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定（２） 

 

一定区間 No.1

一定区間 No.2

一定区間 No.3

一定区間 No.5 一定区間 No.4

一定区間 No.6 

一定区間 No.7 

一定区間 No.8 

一定区間 No.9

一定区間 No.10
一定区間 No.11

一定区間 No.12 

一定区間 No.13 
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図 2.4.3 小池地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定（３） 

 

 

 

図 2.4.4 八木沢地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定 

 

  

一定区間 No.14

一定区間 No.15 

一定区間 No.1
一定区間 No.2 

一定区間 No.3 
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図 2.4.5 西浜地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定（１） 

 

 

 

図 2.4.6 西浜地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定（２） 

  

一定区間 No.1

一定区間 No.2 

一定区間 No.3 

一定区間 No.4

一定区間 No.6 

一定区間 No.5
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図 2.4.7 西浜地区海岸の長寿命化計画における一定区間の設定（３） 

一定区間 

No.7 一定区間 

No.8 

一定区間 No.9 
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3. 海岸保全施設の点検結果及び将来の防護機能の評価 

3.1 施設の変状ランク及び一定区間毎の健全度評価結果の概要 

令和元年度に実施された、初回点検時の点検結果及び健全度評価結果の概要を表 3.1.1～表 3.1.3 に

示す。 

 

表 3.1.1 初回点検時の変状ランクと健全度評価の概要（小池地区海岸） 

 

  

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

11 a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

12 b 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - -

13 c 1 3 0 11 1 6 1 1 0 0 3 0 1 - -

14 d 0 4 1 6 0 0 0 6 1 1 1 1 1 - -

15 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

16 B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

17 C 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 - -

18 D 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 - -

19 a - - - - - - - - - - - - - 1 1

20 b - - - - - - - - - - - - - 0 0

21 c - - - - - - - - - - - - - 1 1

22 d - - - - - - - - - - - - - 0 0

23 A - - - - - - - - - - - - - 0 0

24 B - - - - - - - - - - - - - 1 1

25 C - - - - - - - - - - - - - 0 0

26 D - - - - - - - - - - - - - 0 0

27 × 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

28 △1 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

29 △2 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

30 △3 1 - 0 - 0 - 1 - - 1 - 1 - - -

31 ○ 0 - 1 - 1 - 0 - - 0 - 0 - - -

32 A* 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

33 B* 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

34 C* 1 - 0 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - -

35 D* 0 - 1 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

28

29

30

都道府県 静岡県

離岸堤等土木構造物の
変状ランク
（個数）

離岸堤等の健全度評価
（個数）

項目名 入力内容

▽点検対象施設の基本情報

所管 水産庁

沿岸名 伊豆半島沿岸

海岸名 八木沢漁港海岸

地区海岸名 小池地区海岸

▽健全度に係る情報

施設名 護岸・陸閘・突堤

海岸管理者名 伊豆市長

▽点検の実施に係る情報

点　検　履　歴

定期点検実施　年月日(西暦) 2020/11/10、2020/11/30、2020/12/1

定期点検の種類（一次・二次・年点検） 一次・二次

定期点検を実施した一定区間

修繕等に要した経費（千円）

健　全　度　等　評　価　履　歴

堤防・護岸等土木構造物の
変状ランク
（個数）

堤防・護岸等の健全度評価
（個数）

水門・陸閘等の設備の変状ランク
（個数）

総合的健全度評価（個数）

▽修繕等に係る情報

修　繕　等　履　歴

修繕等　実施年度（西暦）

修繕等の概要
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表 3.1.2 初回点検時の変状ランクと健全度評価の概要（八木沢地区海岸） 

 

  

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 No.1 No.2 No.3

11 a 0 0 0

12 b 2 0 1

13 c 2 0 0

14 d 1 1 1

15 A 0 0 0

16 B 0 0 0

17 C 1 0 1

18 D 0 1 0

19 × - 0 -

20 △1 - 0 -

21 △2 - 0 -

22 △3 - 1 -

23 ○ - 0 -

24 A* - 0 -

25 B* - 0 -

26 C* - 1 -

27 D* - 0 -

28

29

30

都道府県 静岡県

項目名 入力内容

▽点検対象施設の基本情報

所管 水産庁

沿岸名 伊豆半島沿岸

海岸名 八木沢漁港海岸

地区海岸名 八木沢地区海岸

▽健全度に係る情報

施設名 護岸・陸閘

海岸管理者名 伊豆市長

▽点検の実施に係る情報

点　検　履　歴

定期点検実施　年月日(西暦) 2020/11/10、2020/12/1

定期点検の種類（一次・二次・年点検） 一次・二次

定期点検を実施した一定区間

修繕等に要した経費（千円）

健　全　度　等　評　価　履　歴

堤防・護岸等土木構造物の
変状ランク
（個数）

堤防・護岸等の健全度評価
（個数）

水門・陸閘等の設備の変状ランク
（個数）

総合的健全度評価（個数）

▽修繕等に係る情報

修　繕　等　履　歴

修繕等　実施年度（西暦）

修繕等の概要
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表 3.1.3 初回点検時の変状ランクと健全度評価の概要（西浜地区海岸） 

 

 

  

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9

11 a 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 c 5 0 0 0 0 0 3 0 13

14 d 2 1 1 6 1 5 1 1 23

15 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0

17 C 0 0 0 0 0 0 1 0 1

18 D 0 1 1 1 1 1 0 1 0

19 × - 0 - - 0 - - 0 -

20 △1 - 0 - - 1 - - 0 -

21 △2 - 0 - - 0 - - 1 -

22 △3 - 1 - - 0 - - 0 -

23 ○ - 0 - - 0 - - 0 -

24 A* - 0 - - 0 - - 0 -

25 B* - 0 - - 1 - - 1 -

26 C* - 1 - - 0 - - 0 -

27 D* - 0 - - 0 - - 0 -

28

29

30

都道府県 静岡県

項目名 入力内容

▽点検対象施設の基本情報

所管 水産庁

沿岸名 伊豆半島沿岸

海岸名 八木沢漁港海岸

地区海岸名 西浜地区海岸

▽健全度に係る情報

施設名 護岸・陸閘

海岸管理者名 伊豆市長

▽点検の実施に係る情報

点　検　履　歴

定期点検実施　年月日(西暦) 2020/12/1、2020/12/3

定期点検の種類（一次・二次・年点検） 一次・二次

定期点検を実施した一定区間

修繕等に要した経費（千円）

健　全　度　等　評　価　履　歴

堤防・護岸等土木構造物の
変状ランク
（個数）

堤防・護岸等の健全度評価
（個数）

水門・陸閘等の設備の変状ランク
（個数）

総合的健全度評価（個数）

▽修繕等に係る情報

修　繕　等　履　歴

修繕等　実施年度（西暦）

修繕等の概要
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3.2 将来の防護機能の評価 

劣化予測手法の選定 

劣化予測手法は、一定区間の変状ランクの代表値に応じた劣化予測線によることを基本とし、図 3.2.1

の劣化予測線の選定フローにより選定する。 

ここで、一定区間の変状ランクの代表値は、海岸保全施設が長い延長の一箇所でも破堤すると他の箇

所が健全でも防護機能を確保できなくなるため、施設の一定区間の中で最も変状が進展している箇所（ス

パン）の部位・部材の変状ランクを代表値とすることを基本とする。 

変状ランクの代表値が b ランクもしくは c ランクとなる一定区間については、一定区間の変状ランク

の代表値に応じた劣化予測線を適用する。 

変状ランクの代表値が d となる一定区間については、①隣接区間の劣化予測線もしくは②全国の平均

的な劣化予測線を適用し劣化予測を行う。 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.108＞ 

図 3.2.1 劣化予測手法の選定フロー 
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劣化予測線に基づく劣化予測は、変状ランクの代表値が bあるいは cとなる一定区間に適用する。こ

こでは、予防保全対応(修繕等)の起点となる点検実施時から、事後保全対応を要する「変状ランク a」に

遷移する直前までの間を予防保全期間として定義した。 

 

変状ランクｂの場合 

 

変状ランクｃの場合 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.112＞ 

図 3.2.2 劣化予測と修繕時期のイメージ 

  

ｔ=点検実施年 

ｔ=点検実施年 
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劣化予測線の設定 

小池地区海岸 

一定区間 No.1 （G3-6） 

一定区間 No.1 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本陸閘の施工年である 2007 年(平成 19 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

c における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.3 小池地区海岸 一定区間 No.1 の劣化予測線 
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一定区間 No.2 （G3-1） 

一定区間 No.2 の変状ランクは、天端被覆工の剥離・損傷と裏法被覆工のひび割れが a判定、天端被覆

工と裏法被覆工のひび割れが b判定である。a判定の天端被覆工の剥離・損傷は経年劣化による変状では

ないため、劣化予測は行わない。a判定の裏法被覆工のひび割れは天端被覆工が無い状態で生じた変状で

あり、補修対策前後において設置環境が異なるため修繕前の劣化予測線を準用することは適切ではない。

そのため、初回修繕後の劣化予測線は本堤防の施工年である 1970 年(昭和 45 年)を起点とした調査年

(2020 年度)の変状ランク b（天端被覆工と裏法被覆工のひび割れ）における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、b の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

図 3.2.4 小池地区海岸 一定区間 No.2 の劣化予測線 
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一定区間 No.3 （G3-7） 

一定区間 No.3 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.1 で cランクの変状が確認されており、本区間と構造形式や波当りが

類似しており、施工年が同じであることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定される。

一定区間 No.1 の劣化速度は「13 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40 年」のため、より劣

化の進行が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の一定区間 No.1 の劣化予測線を準用して、調査年(2020 年)を起点と

して設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.5 小池地区海岸 一定区間 No.3 の劣化予測線 
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一定区間 No.4 （G3-1,G3-2,G3-3,G3-4） 

一定区間 No.4 の変状ランクは b判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1970 年(昭和 45 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

b における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、b の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.6 小池地区海岸 一定区間 No.4 の劣化予測線 
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一定区間 No.5 （G3-9） 

一定区間 No.5 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本陸閘の施工年である 2007 年(平成 19 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

c における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.7 小池地区海岸 一定区間 No.5 の劣化予測線 
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一定区間 No.6 （G3-4） 

一定区間 No.6 の変状ランクは b判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1973 年(昭和 48 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

b における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、b の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.8 小池地区海岸 一定区間 No.6 の劣化予測線 
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一定区間 No.7 （G3-8） 

一定区間 No.7 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本陸閘の施工年である 2007 年(平成 19 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

c における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.9 小池地区海岸 一定区間 No.7 の劣化予測線 
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一定区間 No.8 （G3-4,G3-5） 

一定区間 No.8 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1973 年(昭和 48 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

c における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.10 小池地区海岸 一定区間 No.8 の劣化予測線 
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一定区間 No.9 （G7-2） 

一定区間 No.9 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.11 で c ランクの変状が確認されており、本区間と構造形式や波当り

が同じであることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定される。一定区間 No.11 の劣

化速度は「27 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40 年」のため、より劣化の進行が速い隣接

区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の一定区間 No.11 の劣化予測線を準用して、調査年(2020 年)を起点

として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.11 小池地区海岸 一定区間 No.9 の劣化予測線 
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一定区間 No.10 （G7-1） 

一定区間 No.10 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.11 で cランクの変状が確認されており、本区間と構造形式や波当り、

施工年が類似していることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定される。一定区間

No.11 の劣化速度は「27 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40 年」のため、より劣化の進行

が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の一定区間 No.11 の劣化予測線を準用して、調査年(2020 年)を起点

として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.12 小池地区海岸 一定区間 No.10 の劣化予測線 
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一定区間 No.11 （G7-3） 

一定区間 No.11 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1993 年(平成 5 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク c

における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.13 小池地区海岸 一定区間 No.11 の劣化予測線 

 

  

資料1-29



28 

 

一定区間 No.12 （G7-5） 

一定区間 No.12 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.13 で c ランクの変状が確認されており、本区間と構造形式や波当り

が類似しており、施工年が同じであることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定され

る。一定区間 No.13 の劣化速度は「26 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40 年」のため、よ

り劣化の進行が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の一定区間 No.13 の劣化予測線を準用して、調査年(2020 年)を起点

として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.14 小池地区海岸 一定区間 No.12 の劣化予測線 
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一定区間 No.13 （G7-4） 

一定区間 No.13 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1994 年(平成 6 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク c

における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.15 小池地区海岸 一定区間 No.13 の劣化予測線 

  

資料1-31



30 

 

一定区間 No.14 （I2） 

一定区間 No.14 の変状ランクは a判定である。 

変状ランクの代表値が a のため、早急に対策を講じるべく、3 年後の令和 5 年（2023 年）に修繕の実

施を計画する。初回修繕後の劣化予測線は、本突堤の施工年である 2007 年(平成 19 年)を起点とした調

査年(2020 年)の変状ランク a における経過年数に応じて設定した。 

 

 

図 3.2.16 小池地区海岸 一定区間 No.14 の劣化予測線 
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一定区間 No.15 （I1） 

一定区間 No.15 の変状ランクは a判定である。 

変状ランクの代表値が a のため、早急に対策を講じるべく、3 年後の令和 5 年（2023 年）に修繕の実

施を計画する。初回修繕後の劣化予測線は、本突堤の施工年である 2007 年(平成 19 年)を起点とした調

査年(2020 年)の変状ランク a における経過年数に応じて設定した。 

 

 

図 3.2.17 小池地区海岸 一定区間 No.15 の劣化予測線 
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八木沢地区海岸 

一定区間 No.1 （G6-2） 

一定区間 No.1 の変状ランクは b判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1991 年(平成 3 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク b

における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、b の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.18 八木沢地区海岸 一定区間 No.1 の劣化予測線 
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一定区間 No.2 （G6-3） 

一定区間 No.2 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.1 で b ランクの変状が確認されており、本区間と構造形式や波当り、

施工年が類似していることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定される。一定区間 No.1

の劣化速度は「29 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40 年」のため、より劣化の進行が速い

隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の一定区間 No.1 の劣化予測線を準用して、調査年(2020 年)を起点と

して設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、b の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.19 小池地区海岸 一定区間 No.2 の劣化予測線 
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一定区間 No.3 （G6-1） 

一定区間 No.3 の変状ランクは b判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1991 年(平成 3 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク b

における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、b の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.20 八木沢地区海岸 一定区間 No.3 の劣化予測線 
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西浜地区海岸 

一定区間 No.1 （G2-1） 

一定区間 No.1 の変状ランクは a判定である。 

変状ランクの代表値が a のため、早急に対策を講じるべく、3 年後の令和 5 年（2023 年）に修繕の実

施を計画する。初回修繕後の劣化予測線は、本堤防の施工年である 2003 年(平成 15 年)を起点とした調

査年(2020 年)の変状ランク a における経過年数に応じて設定した。 

 

 

図 3.2.21 西浜地区海岸 一定区間 No.1 の劣化予測線 
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一定区間 No.2 （G2-2） 

一定区間 No.2 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.1 で aランクの変状が確認されているが、波当りが異なるため、同様

に変状が進展するとは考えにくい。八木沢地区海岸一定区間 No.3 で b ランクの変状が確認されており、

本区間と構造形式や波当りが類似していることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定

される。八木沢地区海岸一定区間 No.3 の劣化速度は「29 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40

年」のため、より劣化の進行が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の八木沢地区海岸一定区間 No.3 の劣化予測線を準用して、調査年

(2020 年)を起点として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.22 西浜地区海岸 一定区間 No.2 の劣化予測線 

  

資料1-38



37 

 

一定区間 No.3 （G2-3） 

一定区間 No.3 の変状ランクはｄ判定である。 

当該区間と同様な構造形式の護岸が八木沢漁港海岸内に無いため、全国平均の劣化予測線を用いて劣

化予測を行う。 

劣化予測線は、全国の施設の事例を用いた平均的な劣化予測線としてマニュアルに掲載されている予

測線のうち「堤防－波返工」を準用して、施工時（2003 年）を起点として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.23 西浜地区海岸 一定区間 No.3 の劣化予測線 
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一定区間 No.4 （G8-1,G8-3） 

一定区間 No.4 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の小池地区海岸一定区間 No.13 で c ランクの変状が確認されており、本区間と構造

形式や波当りが類似しており、施工年が同じであることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展す

ると想定される。小池地区海岸一定区間 No.13 の劣化速度は「26 年」である。一方で、全国平均の劣化

速度は「40 年」のため、より劣化の進行が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の小池地区海岸一定区間No.13の劣化予測線を準用して、調査年(2020

年)を起点として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.24 西浜地区海岸 一定区間 No.4 の劣化予測線 
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一定区間 No.5 （G8-5） 

一定区間 No.5 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の小池地区海岸一定区間 No.13 で c ランクの変状が確認されており、本区間と構造

形式や波当り、施工年が類似していることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定され

る。小池地区海岸一定区間 No.13 の劣化速度は「26 年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40年」

のため、より劣化の進行が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の小池地区海岸一定区間No.13の劣化予測線を準用して、調査年(2020

年)を起点として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.25 西浜地区海岸 一定区間 No.5 の劣化予測線 
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一定区間 No.6 （G8-2,G8-4） 

一定区間 No.6 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の小池地区海岸一定区間 No.13 で c ランクの変状が確認されており、本区間と構造

形式や波当りが類似しており、施工年が同じであることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展す

ると想定される。小池地区海岸一定区間 No.13 の劣化速度は「26 年」である。一方で、全国平均の劣化

速度は「40 年」のため、より劣化の進行が速い隣接区間の劣化予測線を適用する。 

以上より、劣化予測線は隣接区間の小池地区海岸一定区間No.13の劣化予測線を準用して、調査年(2020

年)を起点として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.26 西浜地区海岸 一定区間 No.6 の劣化予測線 
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一定区間 No.7 （G5-1） 

一定区間 No.7 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1975 年(昭和 50 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

c における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.27 西浜地区海岸 一定区間 No.7 の劣化予測線 
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一定区間 No.8 （G5-6） 

一定区間 No.8 の変状ランクはｄ判定である。 

隣接区間の劣化速度（A）と全国平均の劣化速度（B）を比べ、早期に修繕検討を行うことが望ましい

ことから、劣化速度が速いほうの手法を用いる。 

ここで、隣接区間の一定区間 No.7 で cランクの変状が確認されており、本区間と構造形式や波当りが

類似していることから、今後も同じ環境下で同様に変状が進展すると想定される。一定区間 No.7 の劣化

速度は「47年」である。一方で、全国平均の劣化速度は「40年」のため、より劣化の進行が速い全国平

均の劣化予測線を適用する。 

劣化予測線は、全国の施設の事例を用いた平均的な劣化予測線としてマニュアルに掲載されている予

測線のうち「堤防－波返工」を準用して、施工時（1995 年）を起点として設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、ｃの範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を

持たせて設定する。 

 

 

図 3.2.28 西浜地区海岸 一定区間 No.8 の劣化予測線 
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一定区間 No.9 （G5-1,G5-2,G5-3,G5-4,G5-5） 

一定区間 No.9 の変状ランクは c判定である。 

劣化予測線は、本堤防の施工年である 1975 年(昭和 50 年)を起点とした調査年(2020 年)の変状ランク

c における経過年数に応じて設定した。 

なお、予防保全（修繕等）の時期は、c の範囲において急激に劣化が進行する可能性を考慮して幅を持

たせて設定する。 

 

 

図 3.2.29 西浜地区海岸 一定区間 No.9 の劣化予測線 
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4. 点検に関する計画 

4.1 点検に関する計画の概要 

点検等の概要 

点検等の種類及び内容について、その概要は以下のとおりである。 

 

表 4.1.1 初回点検・巡視（パトロール）・臨時点検の概要 

点
検 

種
類 

初回点検 
巡視 

（パトロール） 
臨時点検 

対
象
施
設 

土木構造物 

水門・陸閘等の設備 

土木構造物注１） 土木構造物 

水門・陸閘等の設備 

主
な
目
的 

・健全度評価、長寿命化計画策定、

修繕等に必要な各部材の変状

の把握 

・防護機能や背後地、利用者の安

全に影響を及ぼすような大き

な変状の発見 

・定期点検等で発見された変状の

進展や新たな変状の把握 

・防護機能や背後地、利用者

の安全に影響を及ぼすよ

うな大きな変状の発見 

主
な
内
容 

土木構造物： 

・一次点検（必要に応じて二次点

検）の点検項目 

水門・陸閘等の設備： 

・年点検の点検項目 

・陸上からの目視又はそれに準ず

る方法注２） 

土木構造物： 

・巡視（パトロール）の点検

項目 

水門・陸閘等の設備： 

・簡易点検設備の管理運転点

検の項目 

間
隔
・
実
施
時
期

長寿命化計画の初回策定時 数回／年 

 

海岸の利用が見込まれる連休 

前や地域特性を考慮して設定 

地震、津波、高潮、高波等の

発生後 

実
施
範
囲 

対象施設の全体 重点点検箇所（地形等により変状

が起こりやすい箇所、実際に変状

が確認された箇所等）を中心に施

設全体 

重点点検箇所（地形等により

変状が起こりやすい箇所、実

際に変状が確認された箇所

等）を中心に施設全体 

注１）水門・陸閘等の設備については、管理運転点検を月１回程度としていることから、年数回実施の巡視（パ
トロール）の対象から除いているが、管理運転点検の頻度を減らす場合等においては、必要に応じて水
門・陸閘等の設備の巡視（パトロール）を行うこと。 

注２）特に離岸堤等については、汀線より沖側に設置され、施設の一部又は全部が海面下に没しているため、
変状の初期段階から点検に関する技術の例（「参考資料－２」参照）に示す技術等を積極的に活用するな
どして、効率的に変状を把握することが望ましい。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.13＞
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表 4.1.2 定期点検の概要 

対
象 

施
設 

土木構造物 水門・陸閘等の設備 

点
検 

種
類 

一次点検 二次点検 管理運転点検  年点検 

主
な
目
的 

・健全度評価、長寿命

化計画更新、修繕等

に必要な各部材の変

状の把握 

・健全度評価、長寿命

化計画更新、修繕等

に必要な各部材の詳

細な変状の把握 

・止水・排水機能や背後

地、利用者の安全に影

響を及ぼすような大き

な変状の発見 

・健全度評価、長寿命化

計画更新、修繕等に必

要な各部材の変状の把

握 

主
な
内
容 

・陸上からの目視又は

それに準ずる方法注

4） 

・近接目視又はそれに

準ずる方法注4） 

・簡易な計測 

・必要に応じ詳細な調

査 

・機械・設備の作動・試

運転 

・陸上からの目視と近接

目視 

・機械・設備の作動・試

運転 

・陸上からの目視と近接

目視 

・詳細な各部の計測 

間
隔
・
実
施
時
期 

１回程度／５年注1） 

(通常の巡視等で異常

が見つかった場合は、

その都度) 

 

地域特性を考慮して設

定（冬季波浪後、台風

期前後等） 

一次点検の結果より必

要と判断された場合 

一般点検設備： 

１回／月注3） 

 

簡易点検設備： 

数回／年注3） 

一般点検設備： 

１回／年注3） 

 

一般的には、出水期（洪

水期）や台風時期の前に

実施することが望まし

い。 

実
施
範
囲 

対象施設の全体 

 

全延長を対象とする

が、概ね５年で一巡す

るように順次実施。注2） 

一次点検の結果より必

要と判断された箇所

（代表断面での実施も

可） 

対象施設の全体 同左 

注１）巡視（パトロール）の実施と、大きな外力を受けた場合の臨時点検を確実に行うことを前提としており、
臨時点検で同様の項目を実施した場合には省略可とする。また、「地形等により劣化や被災による変状が
起こりやすい箇所」、「一定区間のうち、変状ランクａ又はｂとされ、最も変状が進展しているスパン」、
「背後地が特に重要である箇所」等については、毎年点検を実施し、他の箇所については５年に１回程
度の点検とする。 

注２）劣化事例のうち最も早く変状が進展するケースの場合、変状ランクは５年で１段階進むことに鑑み、定
期点検の間隔は５年に１回程度実施することが望ましいとしている（「参考資料－３」参照）。 

注３）施設の老朽化度、高潮等の発生状況等を踏まえ、海岸保全施設の適切な維持管理が可能な場合、専門家
の意見を聴いた上で点検頻度を変更してよい。 

注４）特に離岸堤等については、汀線より沖側に設置され、施設の一部又は全部が海面下に没しているため、
変状の初期段階から点検に関する技術の例（「参考資料－２」参照）に示す技術等を積極的に活用するな
どして、効率的に変状を把握することが望ましい。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.14＞
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点検の対象 

本海岸における、点検の対象とする主な点検位置は以下に示すとおりである。 

 

表 4.1.3 堤防・護岸等における巡視(パトロール)、定期点検の点検位置 

(対象：○、対象外：－) 

点検位置 
巡視 

(パトロール) 

定期点検 

一次点検での 

対象注３) 

二次点検での 

対象 

波返工 

(及び胸壁の堤体工) 
 ○   ○  ○ 

天端被覆工  ○   ○  ○ 

表法被覆工  ○ 注１）  ○ 注２) ○ 

裏法被覆工  ○   ○  ○ 

排水工  ○ 注１）  ○ 注２) ○ 

前面海底地盤  －   －  ○ 

根固工  ○ 注１）  ○ 注２) ○ 

注１）巡視（パトロール）はコンクリート部材の大きな変状、消波工の沈下、砂浜の減少を確認することを目的

とし、陸上からの目視が主体となる。当該施設の立地条件等の諸条件を踏まえ、可能な範囲で実施するこ

とが望ましい。 

注２）一次点検は陸上からの目視を主体とするが、「地形等により劣化や被災による変状が起こりやすい箇所」、

「一定区間のうち、変状ランクａまたはｂと判定され、最も変状が進展しているスパン」、「背後地が特に

重要である箇所」等については、望遠鏡やミラーを用いるなどの工夫により、極力全ての点検位置を点検

するよう努める。 

注３）巡視（パトロール）、一次点検では陸上からの目視を主体とするが、点検に関する技術の例（「参考資料－

２」参照）に示す技術等を積極的に活用する等して、効率的に変状を把握することが望ましい。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.18＞
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小池地区海岸 

 

 

図 4.1.1 海岸保全施設の点検位置（G3-1 小池防波堤護岸：一定区間 No.2,No.4） 

 

 

 
図 4.1.2 海岸保全施設の点検位置（G3-2～G3-5 小池防波堤護岸：一定区間 No.4,No.6,No.8） 
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図 4.1.3 海岸保全施設の点検位置（G7-2～G7-4 八木沢防潮堤護岸：一定区間 No.9,No.11,No.13） 

 

 

八木沢地区海岸 

 

 
図 4.1.4 海岸保全施設の点検位置（G6-1,G6-2 八木沢防潮堤護岸：一定区間 No.1,No.3） 
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西浜地区海岸 

 

 
図 4.1.5 海岸保全施設の点検位置（G2-1 丸山防潮堤護岸：一定区間 No.1） 

 

 

 
図 4.1.6 海岸保全施設の点検位置（G2-3 丸山防潮堤護岸：一定区間 No.3） 
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図 4.1.7 海岸保全施設の点検位置（G8-1～G8-4 八木沢防潮堤護岸：一定区間 No.4,No.6） 

 

 

 
図 4.1.8 海岸保全施設の点検位置（G5-1～G5-4 丸山防波堤護岸：一定区間 No.7,No.9） 

 

 

 
図 4.1.9 海岸保全施設の点検位置（G5-5 丸山防波堤護岸：一定区間 No.9） 
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表 4.1.4 突堤における巡視（パトロール）、定期点検の点検位置 

(対象：○、必要に応じて実施：△、対象外：－) 

点検位置 
巡視 

(パトロール) 

定期点検 

一次点検での 

対象 

二次点検での 

対象 

突堤 

（被覆ﾌﾞﾛｯｸ型） 

基礎工  －  －  △ 

天端・法面被覆工  〇 注１） 〇 注１） ○ 

注１）巡視（パトロール）や一次点検では、堤体、天端・法面被覆工の大きな変状等を確認することを目的とし、

望遠鏡等を活用した陸上からの目視が主体となるが、以下の方法等により、当該施設の立地条件等の諸条

件を踏まえ、可能な範囲で施設の変状を把握することが望ましい。 

・現地における砕破状況や汀線の確認（巡視・一次点検） 

・点検に関する技術の例（「参考資料－2」参照）に示す技術等による堤体、天端・法面被覆工の変状確

認（巡視・一次点検） 

・既存資料（深浅測量、航空写真等）による海底勾配や汀線の変化等の確認（一次点検） 

注２）潜堤・人工リーフについては、施設の全部が海面下に没しているため、点検に関する技術の例（「参考資

料－2」参照）に示す技術等を、より一層積極的に活用して変状を把握することが望ましい。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.20＞

 

 

小池地区海岸 

 

図 4.1.10 海岸保全施設の点検位置（I1,I2 小池突堤：一定区間 No.14,No.15） 
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表 4.1.5 陸閘の土木構造物部分における巡視（パトロール）、定期点検の点検位置 

(対象：○、対象外：－) 

点検位置 巡視(パトロール) 
定期点検 

一次点検での対象 二次点検での対象 

周辺堤防  ○   ○   ○  

胸壁  ○   ○   ○  

底版  ○   ○   ○  

水叩き工  ○ 注１）  ○ 注２)  ○  

注１）巡視（パトロール）はコンクリート部材の大きな変状、消波工の沈下、砂浜の減少を確認することを目的
とし、陸上からの目視が主体となる。当該施設の立地条件等の諸条件を踏まえ、可能な範囲で実施すること
が望ましい。 

注２）一次点検は陸上からの目視を主体とするが、「地形等により劣化や被災による変状が起こりやすい箇所」、
「変状ランクａ又はｂと判定された部位」、「背後地が特に重要である箇所」等については、望遠鏡やミラー
を用いるなどの工夫により、極力全ての点検位置を点検するよう努める。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.22＞

 

 

表 4.1.6 陸閘等の設備部分における巡視（パトロール）、定期点検の点検位置 

(対象：○、対象外：－) 

点検位置 
定期点検 

管理運転点検の対象 年点検の対象注1） 

扉体注2）  ○   ○  

戸当り注2）  ○   ○  

注１）年点検は、一般点検設備を対象とし、簡易点検設備は対象としない。 
注２）扉体の動きをガイドするレール・ローラー等も対象とする。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.22＞

 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 2 月/P.24＞ 

図 4.1.11 陸閘の点検位置 

 

 

  

※対象外 
※対象外 
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重点点検箇所 

重点点検箇所は、平面図、航空写真、衛星写真等から抽出した、海岸の地形や構造物の配置等によっ

て劣化や被災による変状が起こりやすい箇所及び定期点検等により確認された一定区間における最も厳

しい変状状態の箇所等として、以下を参考として設定した。 

 

・ 排水路等があり、堤防・護岸等の堤体が吸出しを受けやすい箇所 

・ 階段工が設置されていることで雨水が溜まりやすい箇所 

・ 斜路や梯子等、緊急時の避難路となる箇所 

・ 一定区間における最も変状が進展した状態の箇所 等 

 

以上を踏まえ、各海岸において抽出した重点点検箇所を図 4.1.12～図 4.1.21 示す。 
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4.2 巡視（パトロール） 

巡視(パトロール)の確認項目 

本海岸において、巡視（パトロール）では以下に示す箇所に対して「陸上からの踏査」や「近接的な

目視等」により変状の進展状況を確認する。 

 

・ 重点点検箇所 

・ 一定区間のうち、最も変状が進んでいるスパン 

・ 背後地に居住地等が近接しており、特に重要であると考えられる箇所 

 

この他、伊豆半島海岸保全基本計画を参考に以下についても状況を把握する。 

 

・ 占用、制限行為に係る許可条件の遵守状況 

・ 不法占用、無許可の制限行為の状況 

・ 無許可の取水、排水施設の状況 

・ ゴミ等の不法投棄状況 

・ 放置船舶の状況 

・ 流木、流出油等の漂着状況 

 

それ以外の箇所に対しては、全体を概観する等により、大きな変状や天端の沈下の有無の発見に努め

る。 

確認する項目は表 4.2.1～表 4.2.3 に示すとおりである。 

 

表 4.2.1 堤防・護岸等における巡視（パトロール）の点検項目 

点検位置 変状現象 確認される変状の程度 

波返工 

（胸壁については堤

体工） 

ひび割れ 部材背面まで達しているおそれのあるひび割れ・亀裂が生じ

ている（幅 5mm 程度以上）。 

目地の開き、相対移動

量 

堤体の大きな移動や欠損があり、目地部の開きやずれが大き

い。 

天端被覆工 

（水叩き工を含む） 

表法被覆工注１） 

裏法被覆工 

ひび割れ 部材背面まで達しているおそれのあるひび割れ・亀裂が生じ

ている（幅 5mm 程度以上）。 

沈下・陥没 水たまりができるほどの沈下や陥没がある。 

注１）巡視（パトロール）はコンクリート部材の大きな変状、消波工の沈下、砂浜の減少を確認することを目的

とし、陸上からの目視が主体となる。特に海側の土木構造物等は陸上からの目視が困難な場合があるが、

可能な範囲で実施すること。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.31＞
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表 4.2.2 突堤における巡視（パトロール）の点検項目 

点検位置注１） 変状現象 確認される変状の程度 

突堤 

（被覆ブロック型） 

天端・法面被覆工 

石、ブロックの移

動・沈下・散乱 
石、ブロックの移動・沈下・散乱が生じている。 

ブロック破損 ブロックのひび割れ・破損が生じている。 

注１）離岸堤等における巡視（パトロール）では、堤体、天端・法面被覆工の大きな変状等を確認することを目

的とし、望遠鏡等を活用した陸上からの目視が主体となる。その際、以下の方法等により、当該施設の立

地条件等の諸条件を踏まえ、可能な範囲で施設の変状を把握することが望ましい。 

・現地における砕破状況や汀線の確認 

・点検に関する技術の例（「参考資料－2」参照）に示す技術等による堤体、天端・法面被覆工の変状確

認 

注２）潜堤・人工リーフについては、施設の全部が海面下に没しているため、点検に関する技術の例（「参考資

料－2」参照）に示す技術等を、より一層積極的に活用して変状を把握することが望ましい。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.32＞

 

 

表 4.2.3 陸閘の土木構造物部分における巡視（パトロール）の点検項目 

点検位置 変状現象 確認される変状の程度 

胸壁 ひび割れ 部材背面まで達しているおそれのあるひび割れ・亀裂が生じてい

る（幅5mm 程度以上）。 

目地の開き、相 

対移動量 

本体の大きな移動や欠損があり、目地部の開きやずれが大きい。

底版 ひび割れ 部材背面まで達しているおそれのあるひび割れ・亀裂が生じてい

る（幅5mm 程度以上）。 

目地の開き、相 

対移動量 

本体の大きな移動や欠損があり、目地部の開きやずれが大きい。

水叩き工注１） ひび割れ 部材背面まで達しているおそれのあるひび割れ・亀裂が生じてい

る（幅5mm 程度以上）。 

剥離・損傷 広範囲に部材の深部まで剥離・損傷が生じている。 

注１）巡視（パトロール）はコンクリート部材の大きな変状、扉の開閉の障害等確認することを目的とし、陸上

からの目視が主体となる。特に海側の土木構造物等は陸上からの目視が困難な場合があるが、可能な範囲

で実施すること。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.33＞
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巡視（パトロール）の実施時期 

対象海岸における巡視（パトロール）の実施時期は、地域特性を考慮して、1回／1年程度となるよう

に以下のように設定した。 

 

・ 11 月（台風期後） 

 

変状を発見した場合の対応 

巡視（パトロール）の結果、堤防・護岸等の防護機能に影響を及ぼすような変状が確認された場合に

は、定期点検の項目に準じた点検を実施する。 

また、明らかに利用者の安全性等に影響を与えるような変状が確認された場合には、その規模を把握

するための点検を実施する前に、速やかに応急措置を施す。 
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4.3 臨時点検 

本海岸においては、臨時点検は、津波、高潮、地震、高波等の発生後に、施設の状態を把握する目的

で実施する。 

臨時点検の実施にあたっては、以下の点に留意する。 

 

・ 臨時点検は、津波、高潮、地震、高波等の自然災害発生後に、施設の防護機能に影響を及ぼすよ

うな変状の発生の有無を確認する。 

・ 臨時点検は、二次災害の防止や大きな変状を早期に発見するため、災害発生の直後に迅速に実施

する。 

・ 臨時点検は、巡視（パトロール）の点検項目を参考とし実施する。臨時点検において変状が確認

された場合には、定期点検の項目に準じた点検を実施する。 

・ 臨時点検において、定期点検と同様の項目の点検を実施した場合には、その結果を定期点検結果

として用いてよいものとし､変状ランク､健全度評価の更新を行う。 

 

 

表 4.3.1 水門、陸閘の臨時点検の点検項目 

区分 点検位置 点検内容 

目視 扉体・戸当り 扉体やガイドレール等に損傷や劣化等が発生していないか 

レール、戸溝にゴミや土砂等が堆積していないか 

その他 水路内に土砂・流下物の堆積や異常な植物繁茂等によって閉鎖時の支障や排

水機能が阻害されていないか 

注１）架台基礎ボルトについては、過去に引抜き事故が発生していることから、地震発生後においては必ず緩

み、脱落を確認すること。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.34＞
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4.4  定期点検 

一次点検の点検項目 

本海岸において一次点検を実施する項目を表 4.4.1～表 4.4.3 に示す。 

 

表 4.4.1 堤防・護岸等の一次点検項目の一覧 

点検位置 点検項目注１） 確認する項目 目的 

天端高 天端の高さ 必要高さに対する不足 天端の沈下の把握 

波返工 

(胸壁につい 

ては堤体工) 

ひび割れ ひび割れの有無 波返工の強度低下の

可能性の把握 
剥離･剥落･欠損 剥離・剥落・欠損の有無 

鉄筋の腐食 錆汁、鉄筋露出の有無 

隣接スパンとの相対移動 隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の

開きの有無 

天端の沈下の把握 

修繕箇所の状況 修繕箇所における変状の発生の有無 修繕の適切性の把握 

天端被覆工 

（水叩き工を 

含む）、 

表法被覆工、 

裏法被覆工 

ひび割れ ひび割れの有無 吸出しによる空洞の

発生の可能性の把握 
目地部、打継ぎ部の状況 目地材の有無、隙間・ずれの有無 

剥離・損傷 剥離・損傷の有無 

沈下・陥没 沈下・陥没の有無 天端の沈下及び吸出

しによる空洞の発生

の可能性の把握 
漏水 漏水の痕跡の有無 

植生の異常（繁茂等）注2） 植生の異常（繁茂等）の有無 

修繕箇所の状況 修繕箇所における変状の発生の有無 修繕の適切性の把握 

排水工 目地のずれ 高低差・ずれ・開きの有無 天端の沈下の把握 

修繕箇所の状況 修繕箇所における変状の発生の有無 修繕の適切性の把握 

根固工 移動・散乱 ブロックの移動・散乱の有無 吸出しによる空洞の

発生の可能性の把握 
破損 ブロックのひび割れ・損傷の有無 

沈下 消波工の天端と波返工等の高低差の

異常の有無 

注１）陸上からの目視又はそれに準ずる方法（点検に関する技術の例（「参考資料－２」参照）等）を基本とし
て実施する。ただし、「地形等により劣化や被災による変状が起こりやすい箇所」、「一定区間のうち、変
状ランク a または b と判定され、最も変状が進展しているスパン」、「背後地が特に重要である箇所」等
については、望遠鏡やミラーを用いるなどの工夫により、極力全ての点検位置を点検するように努める。

注２）古い構造物の場合、植生の根が堤体を割っている場合もあることに注意する。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.39＞
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表 4.4.2 突堤（被覆ブロック型）の一次点検項目の一覧注１） 

点検位置 点検項目 確認する項目 目的 

天端・法面被覆

工注２） 

移動・沈下・散乱 石、ブロックの移動・散乱の有無 被覆材の変状の把握 

ブロック破損 ブロックのひび割れ・損傷の有無 被覆材の損傷状況の

把握 

注１）本表に示す点検項目の他、堤防・護岸等の一次点検項目の一覧表を準用してもよい。 

注２）一次点検では、堤体、天端・法面被覆工の大きな変状等を確認することを目的とし、望遠鏡等を活用した

陸上からの目視が主体となるが、以下の方法等により、当該施設の立地条件等の諸条件を踏まえ、可能な

範囲で施設の変状を把握することが望ましい。 

・現地における汀線の確認 

・点検に関する技術の例（「参考資料－2」参照）に示す技術等による被覆材の変状確認 

・既存資料（深浅測量、航空写真等）による海底勾配や汀線の変化等の確認 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.41＞

 

表 4.4.3 陸閘の土木構造物部分における一次点検項目の一覧 

点検位置 点検項目注１） 確認する項目 目的 

周辺堤防 天端の高さ 必要高さに対する不足 防護機能の把握 

胸壁・底版 ひび割れ ひび割れの有無 部材劣化による耐

力低下の可能性の

把握 剥離・損傷 目地材の有無、隙間・ずれの有無 

鉄筋の腐食 剥離・損傷の有無 

目地の開き、相対移動 

量 

変位・変形の有無、隣接部位との 

高低差、ずれ、目地の開きの有無 

天端沈下や設備 

への影響の把握 

水叩き工 ひび割れ ひび割れの有無 吸出しによる空洞

の発生の可能性の

把握 
目地部、打継ぎ部の状況 目地材の有無、隙間・ずれの有無 

剥離・損傷 剥離・損傷の有無 

沈下・陥没 沈下・陥没の有無 吸出しによる耐力

低下の可能性の把

握 

注１）陸上からの目視を基本として実施する。ただし、「地形等により劣化や被災による変状が起こりやすい箇
所」、「一定区間のうち、変状ランク a又は bと判定され、最も変状が進展しているスパン」、「背後地が
特に重要である箇所」等については、望遠鏡やミラーを用いるなどの工夫により、極力全ての点検位置
を点検するように努めることとする。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.41＞
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二次点検の点検項目 

本海岸において、二次点検で必ず実施する点検項目を表 4.4.4～表 4.4.8 に示す。なお、二次点検で

必ず実施する点検（簡易な計測）については､一次点検と合わせて実施することが効率的である場合など

においては、一次点検時に行う｡ 

 

表 4.4.4 堤防・護岸等の二次点検で必ず実施する点検項目（簡易な計測）注１) 

点検位置 点検項目 点検方法 変状 目的 

波返工 

(胸壁について

は堤体工) 

ひび割れ 目視及び計

測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 波返工の強度低

下の可能性の把

握 
剥離･剥落･欠損 剥離の範囲、剥落・欠損の深さと

範囲 

鉄筋の腐食 錆汁の有無と範囲、鉄筋露出の長

さ 

目地の開き、相対移動量 計測 隣接スパンとの高低差、ずれ・目

地の開きの幅 

天端の沈下、施

設の不等沈下、

滑り等の把握 

天端被覆工 

（水叩き工を

含む）、 

表法被覆工、裏

法被覆工 

ひび割れ 目視及び計

測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 吸出しによる空

洞の発生の可能

性の把握 
目地部、打継ぎ部の状況 目地材の有無、隙間・ずれの幅 

剥離・損傷 剥離・損傷の深さと範囲 

沈下・陥没 沈下・陥没の深さと範囲 天端の沈下の把

握 

排水工 目地の開き、相対移動量 目視及び計

測 

隣接スパンとの高低差、ずれ・目

地の開きの幅 

天端の沈下の把

握 

注１）二次点検で必ず実施する点検項目（簡易な計測）のうち､一次点検と合わせて実施することが効率的であ
る場合は､一次点検時に行ってもよい｡ 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.45＞
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表 4.4.5 突堤（被覆ブロック型）の二次点検で必ず実施する点検項目注１） 

点検位置 点検項目 確認する項目 点検方法注２） 目的 

基礎工 移動・沈下・散

乱 

石、ブロックの

移動・沈下・散

乱の有無 

写真調査 

潜水調査 

測量調査 

点検に関する技術の例（「参考資

料－2」参照）に示す技術等 

基礎工の変状の

把握 

天端被覆工 

法面被覆工 

移動・沈下・散

乱 

石、ブロックの

移動・沈下・散

乱の有無 

写真調査 

潜水調査 

測量調査 

点検に関する技術の例（「参考資

料－2」参照）に示す技術等 

被覆材の変状の

把握 

ブロック破損 ブロックのひび

割れ・損傷の有

無 

潜水調査 

測量調査 

点検に関する技術の例（「参考資

料－2」参照）に示す技術等 

被覆材の損傷状

況の把握 

注１）二次点検で必ず実施する点検項目のうち､一次点検と合わせて実施することが効率的である場合は､一次点
検時に行ってもよい｡ 
また、本表に示す点検項目の他、堤防・護岸等の二次点検で必ず実施する点検項目表（簡易な計測）及び
堤防・護岸等の二次点検で必ず実施する点検項目表（詳細な計測）を準用してもよい。 

注２）点検方法を例示したものであり、ここに例示した点検方法以外の方法を含め、点検の目的を達成できる適
切な方法を選択することが望ましい。 

注３）前面海底地盤には突堤沿岸方向側端部も含む。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.48＞

 

表 4.4.6 陸閘の土木構造物部分の二次点検で必ず実施する点検項目（簡易な計測） 

点検位置 点検項目 点検方法 変状 目的 

胸壁、底版 ひび割れ 目視及び 

計測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 鉄筋腐食・コンクリ

ート劣化等による強

度低下の把握 
剥離･剥落･欠損 剥離の範囲、剥落・欠損の深さと

範囲 

鉄筋の腐食 錆汁の有無と範囲、鉄筋露出の長

さ 

目地の開き、相対移動量、

傾斜、たわみ、折れ曲がり、

抜け上がり、不陸、ゆるみ 

計測 隣接スパンや周辺堤防との高低

差、ずれ・目地の開きの幅、本体

の傾斜、構造物周辺の堤防・護岸

等の不陸・抜け上がり 

天端の沈下、施設の

不等沈下、滑り、空

洞、ゆるみの把握 

水叩き ひび割れ 目視及び 

計測 

ひび割れの長さ、ひび割れ幅 吸出しによる空洞 

の発生の可能性の 

把握、鉄筋腐食・コ

ンクリート劣化等 

による強度低下の 

把握 

目地部、打継ぎ部の状況 目地材の有無、隙間・ずれの幅 

剥離・損傷 剥離・損傷の深さと範囲 

沈下・陥没 沈下・陥没の深さと範囲 天端の沈下の把握 

注１）二次点検で必ず実施する点検項目（簡易な計測）のうち､一次点検と合わせて実施することが効率的であ
る場合は､一次点検時に行ってもよい｡ 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.49＞
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表 4.4.7 堤防・函渠等の二次点検で必要に応じて実施する点検項目（詳細な計測） 

点検位置 実施の目安注１） 点検項目 点検方法 着眼点 

波返工 

(胸壁について

は堤体工)、 

天端被覆工 

（ 水叩き工を

含む）、 

表法被覆工、 

裏法被覆工 

波返工：目地の開き、相対移

動 

防護高さの

不足 
測量 防護高さの確保、余裕高

さの確保 

波返工：ひび割れ、剥離・剥

落・欠損、鉄筋の腐食 

天端被覆工：沈下・陥没、ひ

びわれ、剥離・損傷 

表法被覆工：ひび割れ、剥

離・損傷 

裏法被覆工：ひび割れ 

鉄筋の腐食 はつり試験 鉄筋の腐食程度、腐食の

範囲の把握 

コンクリー

トの劣化 
コア採取 

反発度法 

コンクリート強度の把握

中性化試験 コンクリートの中性化深

さ注３） 

塩分含有量試験 コンクリートの塩分含有

量注３） 

波返工：目地の開き、相対移

動 

天端被覆工：全ての変状 

排水工：全ての変状 

消波工：移動・散乱、沈下 

表法被覆工、裏法被覆工：沈

下・陥没、目地部、打継ぎ部

の状況 

吸出し・空

洞化 
レーダー探査 

削孔による計測 

空洞の有無、範囲、深さ

の把握 

前面海底地盤 波返工：目地の開き、相対移

動 

天端被覆工：全ての変状 

排水工：全ての変状 

消波工：移動・散乱、沈下 

表法被覆工、裏法被覆工：沈

下・陥没、目地部、打継ぎ部

の状況 

洗掘 潜水調査 

（干潮時等で陸上

から確認できる場

合は目視） 

海底地盤の洗掘、侵食状

況の把握 

吸出し 吸出しによる、根固部の

沈下状況の把握 

根固工 移 動 ・ 散

乱・沈下 

潜水調査 

（干潮時等で陸上

から確認できる場

合は目視） 

移動・沈下・散乱の範囲

の把握 

ブロック破

損 

ブロックの破損による配

列状況の把握 

注１）実施の目安：簡易な計測による二次点検の結果について、表-5.1～表-5.4 及び表-5.6～表-5.8 での変状
ランクがａランク、ｂランク程度のものを対象とする。 

注２）コンクリートの中性化深さ、塩分含有量に関する点検は、鉄筋コンクリート構造の場合に実施することが
望ましい。 

注３）基礎工に関する点検は、根固工がない場合又は基礎工が露出している場合について実施する。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.46＞

 

表 4.4.8 陸閘の土木構造物部分の二次点検で必要に応じて実施する点検項目（詳細な計測） 

点検位置 実施の目安注１） 点検項目 点検方法 着眼点 

胸壁、底版 胸壁、底版：全ての変状 鉄筋の腐食 はつり試験 鉄筋の腐食程度、腐食の範 

囲の把握 

コンクリートの劣

化 

コア採取 

反発度法 

コンクリート強度の把握 

中性化試験 コンクリートの中性化深さ注2） 

塩分含有量試験 コンクリートの塩分含有量注2） 

注１）実施の目安：簡易な計測による二次点検の結果について、表-5.6、表-5.8、表-5.13、表-5.14 での変状ランク
がａランク、ｂランク程度のものを対象とする。 

注２）コンクリートの中性化深さ、塩分含有量に関する点検：鉄筋コンクリート構造の場合に実施する。 
注３）基礎工に関する点検：根固工がない場合又は基礎工が露出している場合について実施する。 
注４）連通試験：樋門・樋管等の底版下及び底版周辺に注入した水の動きから構造物周辺地盤の空洞状況、水みちの

連続性などを確認する。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.50＞
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管理運転点検における確認事項 

管理運転点検は、設備各部の異常の有無や、障害発生の状況の把握並びに各部の機能確認等のため、

当該設備の状態に応じて、目視による外観の異常の有無を含め前回点検時以降の変化の有無について確

認等を行うものであり、図 4.4.1 の実施フローに従って実施する。 

 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.51＞ 

図 4.4.1 管理運転点検の実施フロー 
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管理運転点検は、次の点に留意して実施する。 

① 管理実態を勘案して実施時期を決定する。 

② 全開・全閉操作を実施することが望ましい。 

③ 管理運転点検は、実負荷状態において通常の開閉動作を確認するもので、機能全てが確認で

きることが望ましい。 

④ 特に戸当りへの土砂の堆積、水門扉の開閉に対する障害物や支障の有無、並びに関連設備の

状態の確認等、開閉操作の機能及び安全の確認、水密部の漏水、放流時の振動・異常音の有

無、計器の表示、給油脂・潤滑の状況、塗装の異常等に注意して行う。 

⑤ 安全装置及び保護装置が作動し、操作における操作員の安全確保や機器の保護が確実に行わ

れるか確認する。 

⑥ 管理運転は、設備全体の機能維持や運転操作員の習熟度を高めることにも有効である。 

⑦ 管理運転点検では、外観目視及びゲート運転による開閉動作の状況で確認可能と判断できる。

表 4.4.9 に示す管理運転点検項目は、点検において留意する項目を示したものであり、必要

に応じて実施する。 

⑧ 何らかの理由により管理運転点検が実施できない設備については、外観目視を中心とした目

視点検を実施するものとする。また可能ならば、以下のような対応についても実施を検討す

る必要がある。 

 

 

表 4.4.9 管理運転点検項目における留意事項・特記事項（例） 

装置区分 点検項目 点検内容 留意事項 

扉体 ボルトナット 弛み、脱落 

損傷 

ハイテンションボルト等により扉体を連結させて

いる場合は、致命的な場合もあり得る。 

基本的には年点検にて対応するが、扉体構造によ

り管理運転点検項目への追加を検討する。 

水密ゴム 漏水（浸水） 設備によっては漏水（浸水）が致命的な故障とな

り得るものもある。 

設備の機能・目的により管理運転点検項目への追

加を検討する。 

戸当り 埋設部戸当り 

（底部、側部、上部） 

腐食 埋設部戸当りは、土木構造物と一体化しており、

故障が発生しにくいものであるが、基本的には致

命的な部位であり、注意が必要である。 

また、古い設備で普通鋼（SS材）を戸当りに採用

している場合は、腐食等により致命的要因となり

得るので注意が必要である。 

材質に留意し必要に応じて管理運転点検項目への

追加を検討する。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.53＞
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年点検における確認事項 

年点検は、設置区分レベル、稼働形態を問わず、毎年１回適切な時期に、図 4.4.2 の実施フローに従

って実施する。一般的には、台風や冬季風浪の時期の前に実施することが望ましい。 

 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.55＞ 

図 4.4.2 年点検の実施フロー 
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年点検は、次の点に留意して実施する。 

・ 年点検は、計測機器等を使用した点検項目・内容を定量的に把握し、これらの経年的な変化を管

理する。管理運転点検より詳細な各部の点検及び計測を実施し、設備の信頼性の確保と機能の保

全を図ることを目的として専門技術者により実施する。 

・ 実施にあたっては、前回の定期点検及び整備記録との対比等、変化の把握と予防保全の見地から

の整備、その他の対応を適切に行う必要がある。年点検において何らかの異常・不具合が検知さ

れた場合は、専門技術者による保全整備を実施しなければならない。 

・ 目視、触診、聴診等のみならず各種計測による傾向管理を実施し、かつ事後保全対応項目におけ

る不具合を確実に検知し、さらに点検記録を分析（過去の記録をチェック）することにより、数

年先の対応（整備予測）が可能となる。 

・ 構造上及び水中部の見えない部分においても、複数年毎に年点検において、必ず点検を実施する

ものとする。 

・ 年点検の詳細な点検項目は点検シートを参考としてよく、各施設で備えている設備を考慮して設

定する。 
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点検の実施時期 

本海岸における点検の実施時期の概要は、以下に示すとおりである。 

定期点検の実施間隔は、「地形等により劣化や被災による変状が起こりやすい箇所」、「一定区間のう

ち、最も変状が進展しているスパン」、「背後地が特に重要である箇所」等については、毎年実施し、

他の箇所については 5 年で各箇所を 1回程度点検できるよう設定する。 

また、定期点検の実施にあたっては以下に留意する。 

 

・ 巡視（パトロール）等で異常が見つかった場合は、当該箇所においてその都度実施する。 

・ 実施時期は、地域特性（台風期前後、冬季の積雪等）を考慮して設定する。 

・ 一次点検の結果、変状が確認された場合には、その規模を把握することが必要と判断された場合

に（「予防保全段階」､「監視段階」と評価され､変状の進行の経過を把握することが必要な箇所

なども含む）、二次点検を実施する。 

 

点検の実施予定時期 

表 4.4.10 点検の実施時期 

年度 経過年 初回点検 
巡視 

（パトロール） 

定期点検 

（重点点検箇所）

定期点検 

（一次点検） 

定期点検 

（二次点検） 

2020 0 
○ 

（現地踏査） 
    

2021 1  
○ 

（1 回/年） 
○   

2022 2  
○ 

（1 回/年） 
○   

2023 3  
○ 

（1 回/年） 
○   

2024 4  
○ 

（1 回/年） 
○   

2025 5  
○ 

（1 回/年） 
○ ○ 

○ 

（必要な場合） 

2026 6  
○ 

（1 回/年） 
○   

2027 7  
○ 

（1 回/年） 
○   

2028 8  
○ 

（1 回/年） 
○   

2029 9  
○ 

（1 回/年） 
○   

2030 10  
○ 

（1 回/年） 
○ ○ 

○ 

（必要な場合） 

※ 巡視（パトロール）等で異常が見つかった場合は、当該箇所においてその都度実施する。 
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4.5 点検結果に基づく評価 

点検結果については、「海岸保全施設維持管理マニュアル」（令和 2年 6月）に基づき、変状ランクを

判定し、健全度評価を行う。その結果を踏まえ、本計画の内容を見直すこととする。 

本海岸において、点検結果をもとに変状ランクの判定を行い、その結果を用いて健全度評価を表 4.5.1

～表 4.5.7 の考え方により行うこととする。 

 

表 4.5.1 健全度評価における変状の程度 

健全度 変状の程度 

Ａランク 措置段階 

施設に大きな変状が発生し、そのままでは天端高や安全性が確保さ 

れないなど、施設の防護機能に対して直接的に影響が出るほど、施 

設を構成する部位・部材の性能低下が生じている。 

Ｂランク 予防保全段階 

沈下やひび割れが生じているなど、堤防・護岸等の防護機能に対す 

る影響につながる程度の変状が発生し、施設を構成する部位・部材 

の性能低下が生じている。 

ブロックの移動・沈下・散乱が生じているなど、離岸堤等の防護機能に影

響を及ぼす可能性のある程度の変状が発生し、施設の性能低下が生じてい

る。 

Ｃランク 要監視段階 
施設の防護機能に影響を及ぼすほどの変状は生じていないが、変状 

が進展する可能性がある。 

Ｄランク 異常なし 変状が発生しておらず、施設の防護機能は当面低下しない。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.74＞

 

表 4.5.2 堤防の健全度評価の目安 

健全度 健全度評価の目安注2) 

Ａランク 措置段階 

・ 天端高が不足し堤防・護岸等の防護機能の低下が明確な場合 

・ 堤防・護岸等の防護機能に影響を及ぼすような変状が生じており、さら

に空洞が確認された場合 

・ 堤防・護岸等の防護機能が損なわれるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜

の侵食が進んでいると認められる場合注3) 

・ 侵食により前面の砂浜が消失し、基礎工下端・止水矢板が露出し 

・ ている場合注2) 

Ｂランク 予防保全段階 

・ 堤防・護岸等の防護機能に影響を及ぼすような変状（ａランク）が生じ

ているが、空洞が存在しない場合 

・ 堤防・護岸等については、一定区間内のスパン数のうち８割程度の変状

がｂランク（ａランクも含む）である場合 

・ 堤防・護岸等の防護機能が将来的に損なわれると想定されるほど、堤

防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合注3) 

Ｃランク 監視段階 Ａ、Ｂ、Ｄランク以外と評価される場合 

Ｄランク 異常なし 全ての点検位置の変状現象がｄランクと評価された場合。 

注１）簡易点検設備を含む水門・陸閘等の土木構造物部分を含み、この場合、表中の「防護機能」を「防護機
能及び止水・排水機能」とする。一般点検設備を含む水門・陸閘等の土木構造物部分の健全度評価は表
-5.21 を用いる。 

注２）計画規模以下程度の高潮・高波等により、越波履歴がある場合は、施設の防護機能が低下していること
が考えられるため、健全度評価を行う際は越波履歴についても考慮することが望ましい。 

注３）堤防・護岸等の前面に砂浜がある場合の目安。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.74＞
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表 4.5.3 突堤の健全度評価の目安（被覆ブロック型） 

健全度 健全度評価の目安 

Ａランク 措置段階 

・ 堤体全体にわたって堤体断面がブロック 1 層分以上減少していると認

められる場合 

・ 堤体の破損ブロックが 1/4 以上確認された場合 

Ｂランク 予防保全段階 

・ 堤体全体にわたって堤体断面が減少していると認められる場合（ブロッ

ク 1層未満） 

・ 堤体の破損ブロックが 1/4 未満確認された場合 

Ｃランク 監視段階 
・ 堤体ブロックの一部の移動、沈下、散乱が確認された場合 

・ 堤体で少数の破損ブロックが確認された場合 

Ｄランク 異常なし ・ 上記以外の状況 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.76＞

 

表 4.5.4 水門、陸閘の土木構造物部分の健全度評価の目安 

健全度 健全度評価の目安注2) 

Ａランク 措置段階 

・天端高が不足し、水門・陸閘等の防護機能の低下が明確な場合 

・水門・陸閘等の防護機能に影響を及ぼすような変状が生じており、さ

らに堰柱やカーテンウォール等、その変状が設備部分に影響を与える部

材の変状が a ランクである場合 

・水門・陸閘等の防護機能が損なわれるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜

の侵食が進んでいると認められる場合注３）) 

・侵食により前面の砂浜が消失し、基礎工下端・止水矢板が露出している

場合注２） 

Ｂランク 予防保全段階 

・水門・陸閘等の防護機能に影響を及ぼすような変状（ａランク）が生じ

ているが、堰柱やカーテンウォール等、その変状が設備部分に影響を与

える部材の変状が b, c, d ランクの場合 

・水門・陸閘等については、堰柱やカーテンウォール等、その変状が設備

部分に影響を与える部材以外において、一定区間内のスパン数のうち、

８割程度の変状がｂランク（ａランクも含む）である場合 

・水門・陸閘等の防護機能が将来的に損なわれると想定されるほど、施

設前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合注３） 

Ｃランク 監視段階 Ａ、Ｂ、Ｄランク以外と評価される場合 

Ｄランク 異常なし 全ての点検位置の変状現象がｄランクと評価された場合。 

注１）簡易点検設備を含む水門・陸閘等の土木構造物部分の健全度評価は表-5.16 を用いる。 
注２）計画規模以下程度の高潮・高波等により、越波履歴がある場合は、施設の防護機能が低下していること

が考えられるため、健全度評価を行う際は越波履歴についても考慮することが望ましい。 
注３）水門・陸閘等の前面に砂浜がある場合の目安。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.78＞

 

 

  

資料1-81



80 

 

表 4.5.5 水門、陸閘の点検結果及び経過年数による健全度の評価内容 

健全度の評価 状態 
健全度の評価指標 

傾向管理が可能なもの 傾向管理が不可能なもの 

× 

（措置段階） 

点検の結果、設備・装置・機器・

部品の機能に支障が生じてお

り、緊急に措置（整備・取替・

更新）が必要な状態 

設備・装置・機器・部品の機能が低下あるいは停止もしく

は運用不可能である場合 

△1 

（予防保全段

階） 

点検の結果、設備・装置・機器・

部品の機能に支障が生じる可

能性があり、予防保全の観点か

ら早急に措置（整備・更新・取

替）を行うべき状態 

1．点検の結果、計測値が予

防保全値を超過している

場合 

2．点検により早急に措置を

行うべきと評価した場合

1．点検の結果、目視、触診・

指触、聴診・聴覚、臭覚

によって異常が確認で

き、かつ次の条件のいず

れかに該当するもの 

①早急に措置を行うべきと

評価した場合 

②建設や整備・更新後間も

ない運用初期にある場合

③通常の運用を継続すると

故障を起こす可能性が高

いと判断した場合 

2．経過年数が平均の取替・

更新の標準年数以上であ

る場合 

△2 

（予防保全計画

段階） 

点検の結果、設備・装置・機器・

部品の機能に支障が生じてい

ないが、２～３年以内に措置

（整備・更新・取替）を行うこ

とが望ましい状態 

1．点検の結果、計測値が注

意値を超え、予防保全値

以下の場合 

2．点検により、２～３年以

内に措置を行うことが望

ましいと評価した場合 

1．点検の結果、目視、触診・

指触、聴診・聴覚、臭覚

によって異常が確認で

き、かつ次の条件のいず

れかに該当するもの 

①２～３年以内に措置を行

うことが望ましいと評価

した場合 

②異常の原因が特定できて

おり長期の使用に問題が

あると判断した場合 

2．経過年数が平均の取替・

更新の標準年数近傍(2～

3 年前)である場合 

△3 

（要監視段階） 

点検の結果、設備・装置・機器・

部品の機能に支障が生じてい

ないが状態の経過観察が必要

な状態 

点検の結果、計測値が異常

傾向を示しているが注意値

以下の場合 

点検の結果、目視、触診・

指触、聴診・聴覚、臭覚に

よって異常が確認できる

が、過去の点検結果などか

ら継続使用が可能と判断で

きる場合 

〇 

（健全） 

点検の結果、設備・機器・部品

の機能に支障が生じていない

状態 

点検の結果、計測値が正常

値である 

点検の結果、目視、触診・

指触、聴診・聴覚、臭覚に

よって以上が認められない

場合 

注１）管理運転点検・年点検において、目視・指触・聴覚等による点検項目に関しては、異常が確認された時
点で計測項目を適切に設定し管理することを基本とする。 

注２）△１及び△２の評価指標における「平均の取替・更新の標準年数」は、固有の年数を定めている場合は
当該年数により評価する。 

注３）健全度の評価△１～△３の整理を対象とするが、本表では点検時に判定する×と○を参考として併記し
た。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.83＞
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表 4.5.6 一般点検設備を含む水門、陸閘の総合的健全度評価の評価区分 

総合的健全度評価 評価基準 

Ａ＊ 措置段階 機能に支障が生じており、補修又は更新等の対策が必要な状態 

Ｂ＊ 予防保全段階 
機能に支障が生じていないが、進行性があり予防保全の観点か 

ら、対策を実施することが望ましい状態 

Ｃ＊ 要監視段階 
機能に支障が生じていないが、進行する可能性のある変状が確認 

され、経過を監視する必要がある状態 

Ｄ＊ 異常なし 異常なし 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.95＞

 

表 4.5.7 一般点検設備を含む水門、陸閘の総合的健全度評価の目安 

設備部分の評価 

 

 

土木構造物 

部分の評価 

× 

措置段階 

△1 

予防保全 

段階 

△2 

予防保全 

計画段階 

△3 

要監視 

段階 

○ 

異常なし 

Ａ 措置段階 Ａ＊ Ａ＊ Ａ＊ Ａ＊ Ａ＊ 

Ｂ 予防保全段階 Ａ＊ Ｂ＊ Ｂ＊ Ｂ＊ Ｂ＊ 

Ｃ 要監視段階 Ａ＊ Ｂ＊ Ｂ＊ Ｃ＊ Ｃ＊ 

Ｄ 異常なし Ａ＊ Ｂ＊ Ｂ＊ Ｃ＊ Ｄ＊ 

注１）同一施設において部位ごとに評価が異なる場合、各致命的部位の評価結果のうち、最も厳しい評価によ
って水門・陸閘等の設備としての評価を代表させる。 

注２）土木構造物部分の評価は「第５章５－１．土木構造物の評価」、設備部分の評価は「第５章５－２．水門・
陸閘等の設備の評価」を参照。 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.95＞

 

 

4.6 点検結果の保存 

変状ランクの判定結果や健全度評価の結果については、参考資料-3 の例に基づき、電子データとし

て保存することとする。なお、保存するデータのうち、劣化予測の精度向上等に資する変状ランクの

判定結果や健全度 評価結果等のデータについては、将来的に活用されることも見据え、長期間保存す

ることとする。 
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5. 修繕等に関する計画 

5.1 土木構造物の修繕 

修繕等の方法と概要 

本海岸の海岸保全施設について、変状ランクや健全度評価結果に応じた適切な対策方法を選定する。 

なお、対策方法の選定にあたっては、表 5.1.1 を参考とする。 

 

表 5.1.1 対策工法（修繕等） 

位置 変状の種類 対策工法 対策上の留意点 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
材
（波
返
工
・天
端
被
覆
工
・表
法
被
覆
工
・堤
体
工
・裏
法
被
覆
工
・

被
覆
工
・胸
壁
・水
叩
き
・底
板
） 

破損・沈下 変状が軽微、あるいは堤体土が比較的

健全である場合は、天端被覆工等のオ

ーバーレイや張り換えを行う。 

変状の原因は、荷重、越波、堤体土砂の吸出し等

様々あり、変状の原因を把握した上で、それぞれ

に応じた対策を実施する必要がある。 
目地ずれ 

法線方向のひび割れ 

部分的なひび割れ ひび割れ部に樹脂やモルタル注入を行

う。 

ひび割れ部の対策後の強度は期待せず、鉄筋やコ

ンクリートの劣化を抑制、あるいは外観上の修復

を目的とする場合のみ可能である。 

広範囲のひび割れ 変状発生に伴い堤体土砂が吸出され空

洞を生じているおそれがあるため、十

分に確認のうえ、空洞部にモルタル注

入、堤体前面に張りコンクリート、ま

たは撤去張り換えを行う。 

隣接区間との調和を考え、部分的な変断面区間と

なる場合も、これによる波力集中等の弱点となら

ないようにする。 

なお、堤体盛土中に隔壁を設け堤体上吸出し部が

隣接部に拡がらないようにする方法等もある。 

沈下・陥没 

目地ずれ，堤体の移

動・傾斜 

目地部や打ち継ぎ部

の開き 

目地の開きや周辺のひび割れが軽微で

あれば、補強、モルタル注入を行い、

変状が顕著であれば張り換えを行う。

裏法部の沈下・陥没 堤体の沈下や裏法被覆工部からの堤体

土砂吸出しのおそれがあるため、十分

に確認のうえ、軽度の場合は張りコン

クリートの増厚、吸出し部はモルタル

充てんや堤体土の補充後、裏法被覆工

（コンクリート、アスファルト被覆）

の張り換えを行う。 

裏法被覆工変状は、越波や雨水浸透による吸出し

の他、洪水による背後地湛水、あるいは湛水がな

くなった後の堤内残留水位により生じる場合な

どもある。よって背後地の水を速やかに排水する

ための排水工の設置も場合により有効である。た

だし排水工付近が堤体の弱点とならないように

する必要がある。 

根
固
工 

根固工の散乱及び沈

下 

根固捨石の追加、場合により根固ブロ

ック（方魂，異形）の設置、あるいは

消波工、離岸堤、突堤等の併設を行う。

根固捨石の散乱・沈下は波浪洗掘に伴う場合が多

く、このような場合は砂の移動の抑制対策ととも

に、地盤沈下に対する根固工の追随性を考慮して

おくことが望ましい。 

注）「土木学会；海岸施設設計便覧、2000 年版、p.539」を参考に作成 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6月/P.97＞に加筆
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修繕等の対象箇所 

各海岸における修繕等の対策を実施する箇所として、健全度評価結果をもとにし、施設の断面位置を

以下に示すとおり設定した。 

 

小池地区海岸 

 

 

図 5.1.1 修繕等の対象箇所（G3-1 小池防波堤護岸：一定区間 No.2,No.4） 

 

 

 
図 5.1.2 修繕等の対象箇所（G3-2～G3-5 小池防波堤護岸：一定区間 No.4,No.6,No.8） 
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図 5.1.3 修繕等の対象箇所（G7-2～G7-4 八木沢防潮堤護岸：一定区間 No.9,No.11,No.13） 

 

 

 

図 5.1.4 修繕等の対象箇所（I1,I2 小池突堤：一定区間 No.14,No.15） 
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八木沢地区海岸 

 

 
図 5.1.5 修繕等の対象箇所（G6-1,G6-2 八木沢防潮堤護岸：一定区間 No.1,No.3） 

 

 

西浜地区海岸 

 

 
図 5.1.6 修繕等の対象箇所（G2-1 丸山防潮堤護岸：一定区間 No.1） 
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図 5.1.7 修繕等の対象箇所（G2-3 丸山防潮堤護岸：一定区間 No.3） 

 

 

 
図 5.1.8 修繕等の対象箇所（G8-1～G8-4 八木沢防潮堤護岸：一定区間 No.4,No.6） 

 

 

 
図 5.1.9 修繕等の対象箇所（G5-1～G5-4 丸山防波堤護岸：一定区間 No.7,No.9） 
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図 5.1.10 修繕等の対象箇所（G5-5 丸山防波堤護岸：一定区間 No.9） 

 

 

 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.24＞ 

図 5.1.11 陸閘の修繕等の対象箇所 

 

  

※対象外 

※対象外 
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5.2 陸閘・水門の設備の取替・更新 

陸閘・水門の設備の取替・更新は、点検結果あるいは健全度評価に応じて適切な内容で、かつ計画的・

効率的に実施する。 

取替・更新の実施方針は以下の通りとする。 

 

・ 取替・更新は、陸閘の設備の保守管理を適切に実施しているにもかかわらず、新設時と比較して

設備の機能等が低下し、信頼性、安全性が維持できなくなったと判断された場合、又は設備を構

成する機器等が経年劣化等により安定した機能・性能を得ることができなくなり寿命と判断され

た場合に、新しいものに設置し直すもので、正常な機能の確保を目的として設備・装置あるいは

機器を対象として計画的・効率的に実施する。 

・ 取替・更新は、対象設備・装置・機器等の重要性等に応じて適切な時期に計画的かつ経済的に実

施することが重要である。したがって、設備のライフサイクルコストを考慮し長期的視点に立っ

た取替・更新計画を策定し、計画的に実施することとする。 

・ 取替・更新は、コスト縮減を念頭に、できるだけ標準品、汎用品を使用する等の方策を講じるこ

ととする。 

・ 取替・更新の実施においては、点検・診断の結果による健全度、機器の特性である致命的／非致

命的の別、故障予知（傾向管理）の可否、取替や更新標準年数、機能的耐用限界及び経済性等を

考慮し、範囲（機器・部品単位、装置単位、設備単位）を決定する。 

・ 土木構造物と異なり、設備については、標準更新年数を過ぎれば、年点検で異常が見つからなく

ても更新する。 

 

取替・更新の標準年数は、過去の実績値に基づき統計的に算定される数値であり、表 5.2.2 に年数を

示す。なお、健全度評価による実施時期の判断が必要である機器・装置については「信頼性による取替・

更新の標準年数」を参考として良い。 

なお、標準年数の定義は表 5.2.1 のとおりである。 

 

表 5.2.1 標準年数の定義 

取替・更新年数 内 容 

信頼性による 取替・更新の標準年数 信頼性確保の観点から、一層注意して健全度を見

極めるべき使用年数 

平均の取替・更新の標準年数 
時間計画保全の指標となる使用年数 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.102＞
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表 5.2.2 標準的な取替・更新年数 

 

＜出典：海岸保全施設維持管理マニュアル/令和 2年 6 月/P.103＞ 
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5.3  修繕、統廃合等の対策の優先順位の考え方 

護岸及び突堤 

対象海岸における修繕等の対策の優先順位は、「①健全度評価」、「②劣化速度」、「③背後地の状況」、「④

重点点検箇所数」の 4 つの項目を点数化し、合計点にて優先順位を評価し、優先順位が高い一定区間か

ら順次修繕等を行う。 

以下に、各評価基準の設定理由を示す。 

 

①健全度評価 ： 4 項目の中で最も基本となる評価基準であり、「1.3 健全度評価」

に示した手順に沿ってランク分けされる。 

②劣化速度 ： 劣化進行の速さを表したもので、10年未満、10 年以上 20 年未満、

20 年以上 30 年未満、30年以上に分類する。 

③背後地の状況 ： 施設が背後地域に及ぼしている社会的な重要度を表したもので、

住宅・公共施設、主要交通網である県道・国道、県道・国道以外

に分類する。 

④重点点検箇所数 ： 一定区間内における重点点検箇所の数が多いほど広範囲に浸水す

るリスクが大きいと考えて、3箇所以上、2箇所、1箇所、0箇所

に分類する。 

 

優先順位の評価結果を表 5.3.1～表 5.3.3 に示す。 

本海岸の突堤において、一定区間 14 と一定区間 15 の合計点は同点となる。そのため、各部位の変状

ランクを点数化し、合計点が高い（変状が進展している）一定区間 14 の優先順位を 1位とする。 
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表 5.3.1 対策の優先順位（護岸） 

 

 

表 5.3.2 対策の優先順位（突堤）（1） 

 

 

表 5.3.3 対策の優先順位（突堤）（2） 

①
健全度評価

②
劣化速度

③
背後地の状況

④
重点点検箇所

Aランク：◎ x 2
Bランク：○ x 2
Cランク：△ x 2
Dランク：× x 2

10年未満：◎
10年以上20年未満：〇
20年以上30年未満：△
30年以上：×

住宅・公共施設等：◎

道路（県道・国道）：○

道路（県道・国道以外）：△

3箇所以上：◎
2箇所：○
1箇所：△
0箇所：×

Σ
（①～④）

2 G3-1 小池防波堤護岸 護岸 B 2023 2 0 2 2 6 2

4

G3-1 小池防波堤護岸
G3-2 小池防波堤護岸
G3-3 小池防波堤護岸
G3-4 小池防波堤護岸

護岸 C 2040 1 0 2 1 4 5

6 G3-4 小池防波堤護岸 護岸 C 2023 1 0 2 0 3 10

8
G3-4 小池防波堤護岸
G3-5 小池防波堤護岸

護岸 C 2054 1 0 2 0 3 10

9 G7-2 八木沢防潮堤護岸 護岸 D 2062 0 0.5 2 0 2.5 13

11 G7-3 八木沢防潮堤護岸 護岸 C 2034 1 0.5 2 0 3.5 6

13 G7-4 八木沢防潮堤護岸 護岸 C 2031 1 0.5 2 0 3.5 6

1 G6-2 八木沢防潮堤護岸 護岸 C 2023 1 0.5 2 1 4.5 4

3 G6-1 八木沢防潮堤護岸 護岸 C 2023 1 0.5 2 0 3.5 6

1 G2-1 丸山防潮堤護岸 護岸 B 2023 2 1 2 2 7 1

3 G2-3 丸山防潮堤護岸 護岸 D 2066 0 0 2 0 2 15

4
G8-1 八木沢防潮堤護岸
G8-3 八木沢防潮堤護岸

護岸 D 2066 0 0.5 2 1 3.5 6

6
G8-2 八木沢防潮堤護岸
G8-4 八木沢防潮堤護岸

護岸 D 2066 0 0.5 2 0 2.5 13

7 G5-1 丸山防波堤護岸 護岸 C 2043 1 0 2 0 3 10

9

G5-1 丸山防波堤護岸
G5-2 丸山防波堤護岸
G5-3 丸山防波堤護岸
G5-4 丸山防波堤護岸
G5-5 丸山防波堤護岸

護岸 C 2046 1 0 2 2 5 3

◎：2点　○：1点　△：0.5点　×：0点

修繕の
実施時期

評価基準
合計点

優先
順位

八木沢
漁港海岸

小池
地区海岸

八木沢
地区海岸

西浜
地区海岸

漁港
海岸名

地区
海岸名

一定
区間

施設名称 種類
健全度
評価

①
健全度評価

②
劣化速度

③
背後地の状況

④
重点点検箇所

Aランク：◎ x 2
Bランク：○ x 2
Cランク：△ x 2
Dランク：× x 2

10年未満：◎
10年以上20年未満：〇
20年以上30年未満：△
30年以上：×

住宅・公共施設等：◎
道路（県道・国道）：○

道路（県道・国道以外）：△

3箇所以上：◎
2箇所：○
1箇所：△
0箇所：×

Σ
（①～④）

14 I2 小池突堤 突堤 B 2023 2 1 2 0 5 1

15 I1 小池突堤 突堤 B 2023 2 1 2 0 5 2

◎：2点　○：1点　△：0.5点　×：0点

修繕の
実施時期

評価基準
合計点

優先
順位

八木沢
漁港海岸

小池
地区海岸

漁港
海岸名

地区
海岸名

一定
区間

施設名称 種類
健全度
評価

基礎工 基礎工

移動・散乱
及び沈下

ブロック
破損

移動・沈下・
散乱

移動・散乱
及び沈下

ブロック
破損

移動・散乱
及び沈下

ブロック
破損

移動・沈下・
散乱

移動・散乱
及び沈下

ブロック
破損

Σ
（①～④）

14 I2 小池突堤 突堤 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 8 1

15 I1 小池突堤 突堤 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0 2 2 0 6.5 2

a：2点　b：1点　c：0.5点　d：0点

スパン1

天端被覆工 法面被覆工 天端被覆工 法面被覆工

スパン2
合計点

優先
順位

八木沢
漁港海岸

小池
地区海岸

漁港
海岸名

地区
海岸名

一定
区間

施設名称 種類
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陸閘 

対象海岸における修繕等の対策の優先順位は、「①総合的健全度評価」、「②経過年数」、「③背後地の状

況」、「④重点点検箇所数」の 4つの項目を点数化し、合計点にて優先順位を評価し、優先順位が高い一

定区間から順次修繕等を行う。 

以下に、各評価基準の設定理由を示す。 

 

①総合的健全度評価 ： 4項目の中で最も基本となる評価基準であり、「1.6 総合的健全度

評価」に示した手順に沿ってランク分けされる。 

②経過年数 ： 各施設の建設年から調査年（2020 年）までの経過年数を表したも

ので、10年未満、10 年以上 20年未満、20 年以上 30 年未満、30

年以上に分類する。 

③背後地の状況 ： 施設が背後地域に及ぼしている社会的な重要度を表したもので、

住宅・公共施設、主要交通網である県道・国道、県道・国道以外

に分類する。 

④重点点検箇所数 ： 一定区間内における重点点検箇所の数が多いほど広範囲に浸水す

るリスクが大きいと考えて、3箇所以上、2箇所、1 箇所、0箇所

に分類する。 

 

優先順位の評価結果を表 5.3.4 に示す。 

 

表 5.3.4 対策の優先順位（陸閘） 

 

  

①
総合的健全度評価

②
経過年数

③
背後地の状況

④
重点点検箇所

A*ランク：◎ x 2
B*ランク：○ x 2
C*ランク：△ x 2
D*ランク：× x 2

10年未満：◎
10年以上20年未満：〇
20年以上30年未満：△
30年以上：×

住宅・公共施設等：◎

道路（県道・国道）：○
道路（県道・国道以外）：△

3箇所以上：◎
2箇所：○
1箇所：△
0箇所：×

Σ
（①～③）

1 G3-6 小池防波堤護岸 陸閘 C* 2007 年 3月 20日 1 1 2 0.5 4.5 3

3 G3-7 小池防波堤護岸 陸閘 D* 2007 年 3月 20日 0 1 2 0.5 3.5 7

5 G3-9 小池防波堤護岸 陸閘 C* 2007 年 3月 20日 1 1 2 1 5 1

7 G3-8 小池防波堤護岸 陸閘 C* 2007 年 3月 20日 1 1 2 1 5 1

10 G7-1 八木沢防潮堤護岸 陸閘 C* 1992 年 3月 31日 1 0.5 2 0 3.5 7

12 G7-5 八木沢防潮堤護岸 陸閘 C* 1994 年 3月 31日 1 0.5 2 0 3.5 7

2 G6-3 八木沢防潮堤護岸 陸閘 C* 1992 年 3月 31日 1 0.5 2 0 3.5 7

2 G2-2 丸山防潮堤護岸 陸閘 C* 2003 年 3月 31日 1 1 2 0.5 4.5 3

5 G8-5 八木沢防潮堤護岸 陸閘 B* 1995 年 3月 31日 2 0.5 2 0 4.5 3

8 G5-6 丸山防波堤護岸 陸閘 B* 1995 年 3月 31日 2 0.5 2 0 4.5 3

◎：2点　○：1点　△：0.5点　×：0点

　　　　　築造年度

※1つの一定区間に
　2つ以上の施設が
　含まれている場合は、
　安全側の施工年度を
　採用する。

評価基準

合計点

優先
順位

八木沢
漁港海岸

小池
地区海岸

八木沢
地区海岸

西浜
地区海岸

漁港
海岸名

地区
海岸名

一定
区間

施設名称 種類
総合的
健全度
評価
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5.4 修繕等対策費用の概算（計画期間内に要する費用の概算） 

護岸・突堤 

対象海岸における修繕等の対策費用の概算額の算定にあたっては、以下の点を考慮する。 

 

・ ライフサイクルコストの縮減 

・ 各年度における点検・修繕等に要する費用の平準化 

 

 

図 5.4.1 予防保全型維持管理によるコスト削減効果（護岸・突堤） 

 

表 5.4.1 コスト縮減効果（護岸・突堤） 

維持管理 
更新費用 コスト縮減効果 

修繕費用 点検費用 

49.66 百万円 18.30 百万円 

416.40 百万円 348.44 百万円 

67.96 百万円 

 

 上記を考慮し、概算したところ修繕等対策費用（計画期間内に要する費用）は、約 70百万円と試算さ

れる。 

 なお、事後保全を実施した場合の更新費用は、約 420 百万円であり、予防保全による維持管理縮減額

は、約 350 百万円である。 
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陸閘の土木構造物 

対象海岸における修繕等の対策費用の概算額の算定にあたっては、以下の点を考慮する。 

 

・ ライフサイクルコストの縮減 

・ 各年度における点検・修繕等に要する費用の平準化 

 

 

図 5.4.2 予防保全型維持管理によるコスト削減効果（陸閘：土木構造物） 

 

表 5.4.2 コスト縮減効果（陸閘：土木構造物） 

維持管理 
更新費用 コスト縮減効果 

修繕費用 点検費用 

0.40 百万円 2.00 百万円 

16.04 百万円 13.64 百万円 

2.40 百万円 

 

 上記を考慮し、概算したところ修繕等対策費用（計画期間内に要する費用）は、約 2 百万円と試算さ

れる。 

 なお、事後保全を実施した場合の更新費用は、約 16 百万円であり、予防保全による維持管理縮減額は、

約 14百万円である。 
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陸閘の設備 

対象海岸における修繕等の対策費用の概算額の算定にあたっては、以下の点を考慮する。 

 

・ ライフサイクルコストの縮減 

・ 各年度における点検・修繕等に要する費用の平準化 

 

 

図 5.4.3 予防保全型維持管理によるコスト削減効果（陸閘：設備） 

 

表 5.4.3 コスト縮減効果（陸閘：設備） 

標準案 長寿命化案 コスト縮減効果 

約 1,521 百万円 約 1,399 百万円 約 122 百万円 

 

上記を考慮し、概算したところ標準案における対策費用（計画期間内に要する費用）は、概ね 1,520

百万円と試算される。 

 なお、長寿命化案の場合の対策費用は、約 1,400 百万円であり、予防保全による維持管理縮減額は、

約 120 百万円である。 
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LCC の平準化 

護岸・突堤 

八木沢漁港海岸の護岸・突堤では、2023 年及び 2062 年の修繕費用が計画期間内で顕著に高い。2023

年の修繕は早急に対策を実施すべき修繕であるため、修繕の先送りは実施すべきではない。また、2062

年に修繕を実施する箇所は 1箇所のみである。以上より、平準化は行わないものとする。 

 

図 5.4.4 護岸・突堤における LCC（護岸・突堤） 

 

陸閘の土木構造物 

八木沢漁港海岸の陸閘（土木構造物）では、単年度の費用が突出している年度がないため、平準化は

行わない。 

 

図 5.4.5 設備における LCC(陸閘：土木構造物)  
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陸閘の設備 

ライフサイクルコストの平準化は、修繕を先送りにした場合、変状が進み施設状況に大きな影響を及

ぼす可能性があるため、修繕時期の前倒しを前提に検討を行う。 

八木沢漁港海岸の陸閘（設備）では、陸閘 10 基の修繕時期が 2023 年、2030 年、2037 年、2044 年に重

なっている。この内、2023 年の修繕は前倒し不可のため、平準化の対象外とする。2030 年、2037 年、2044

年の修繕においては、前述の優先順位を考慮し、小池地区一定区間 5,7（優先順位 1 位）、小池地区一定

区間1及び西浜地区一定区間2,5,8（優先順位3位）の修繕時期を1年前倒しさせることで平準化を図る。 

また、陸閘 2 基の修繕時期が 2050 年に重なっている。そのため、土木構造物の劣化速度の早い、小池

地区一定区間 10 の修繕時期を 1年前倒しすることで平準化を図る（優先順位は同率）。 

 

図 5.4.6 LCC の平準化前（陸閘：設備） 

 

図 5.4.7 LCC の平準化後（陸閘：設備）  
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漁港海岸全体 

対象海岸における修繕等の対策費用の概算額を以下に示す。 

 

 

図 5.4.8 予防保全型維持管理によるコスト削減効果（八木沢漁港海岸） 

 

表 5.4.4 コスト縮減効果（八木沢漁港海岸） 

維持管理 
更新コスト コスト縮減効果 

点検費 修繕費 

1,020.30 百万円 449.06 百万円 

1,953.44 百万円 484.08 百万円 

1,469.36 百万円 

 

上記を考慮し、概算したところ修繕等対策費用（計画期間内に要する費用）は、約 1,500 百万円と試

算される。 

なお、事後保全を実施した場合の更新費用は約 2,000 百万円であり、予防保全による維持管理縮減額

は、約 500 百万円である。 
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参考資料-1 平面図、断面図 
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図 全体平面図 

 

小池地区海岸 

八木沢地区海岸 

西浜地区海岸 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.1） 

 

 

 

図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.2） 

  

一定区間 No.1 

（陸閘） 

一定区間 No.3 

（陸閘） 一定区間 No.4 

（護岸） 

一定区間 No.2 

（護岸） 

一定区間 No.1 

（陸閘） 

一定区間 No.2 

（護岸） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.3） 

 

 

 

図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.4） 

 

  

一定区間 No.5 

（陸閘） 

一定区間 No.4 

（護岸） 

一定区間 No.3 

（陸閘） 

一定区間 No.4 

（護岸） 

一定区間 No.3 

（陸閘） 

一定区間 No.2 

（護岸） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.5） 

 

 

 

図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.6） 

 

 

  

一定区間 No.5 

（陸閘） 

一定区間 No.7 

（陸閘） 

一定区間 No.6 

（護岸） 

一定区間 No.6 

（護岸） 

一定区間 No.5 

（陸閘） 

一定区間 No.4 

（護岸） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.7） 

 

 

 

図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.8） 

 

 

  

一定区間 No.6 

（護岸） 
一定区間 No.7 

（陸閘） 一定区間 No.8 

（護岸） 

一定区間 No.6 

（護岸） 一定区間 No.7 

（陸閘） 一定区間 No.8 

（護岸） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.9） 

 

 

 
図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.10） 

 

 

  

一定区間 No.10 

（陸閘） 

一定区間 No.9 

（護岸） 

一定区間 No.9 

（護岸） 

一定区間 No.11 

（護岸） 

一定区間 No.10 

（陸閘） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.11） 

 

 

 

図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.12） 

 

 

  

一定区間 No.12 

（陸閘） 

一定区間 No.11 

（護岸） 

一定区間 No.10 

（陸閘） 

一定区間 No.11 

（護岸） 

一定区間 No.13 

（護岸） 

一定区間 No.12 

（陸閘） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.13） 

 

 

 

図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.14） 

 

 

 

  

一定区間 No.12 

（陸閘） 一定区間 No.13 

（護岸） 

一定区間 No.14 

（突堤） 
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図 平面図（小池地区海岸：一定区間 No.15） 

 

 

 

図 平面図（八木沢地区海岸：一定区間 No.1） 

 

  

一定区間 No.2 

（陸閘） 

一定区間 No.1 

（護岸） 

一定区間 No.15 

（突堤） 
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図 平面図（八木沢地区海岸：一定区間 No.2） 

 

 

 

図 平面図（八木沢地区海岸：一定区間 No.3） 

 

  

一定区間 No.3 

（護岸） 

一定区間 No.2 

（陸閘） 

一定区間 No.2 

（陸閘） 

一定区間 No.1 

（護岸） 

一定区間 No.3 

（護岸） 
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図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.1） 

 

 

 

図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.2） 

  

一定区間 No.1 

（護岸） 

一定区間 No.2 

（陸閘） 

一定区間 No.3 

（護岸） 

一定区間 No.2 

（陸閘） 

一定区間 No.1 

（護岸） 
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図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.3） 

 

 

 

図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.4） 

 

 

  

一定区間 No.3 

（護岸） 

一定区間 No.2 

（陸閘） 

一定区間 No.4 

（護岸） 一定区間 No.5 

（陸閘） 
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図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.5） 

 

 

 

図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.6） 

 

 

  

一定区間 No.6 

（護岸） 

一定区間 No.5 

（陸閘） 

一定区間 No.5 

（陸閘） 

一定区間 No.4 

（護岸） 

一定区間 No.6 

（護岸） 
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図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.7） 

 

 

 

図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.8） 

 

 

  

一定区間 No.7 

（護岸） 一定区間 No.8 

（陸閘） 

一定区間 No.8 

（陸閘） 

一定区間 No.7 

（護岸） 

一定区間 No.9 

（護岸） 
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図 平面図（西浜地区海岸：一定区間 No.9） 

 

 

 

 

  

一定区間 No.9 

（護岸） 

一定区間 No.8 

（陸閘） 
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図 一般図（小池地区海岸：一定区間 No.1） 

 

 

 

図 標準断面図（小池地区海岸：一定区間 No.2,No.4） 
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図 一般図（小池地区海岸：一定区間 No.3） 

 

 

 

図 標準断面図（小池地区海岸：一定区間 No.4,No.6,No.8） 
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図 一般図（小池地区海岸：一定区間 No.5） 

 

 

 

図 一般図（小池地区海岸：一定区間 No.7） 
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図 標準断面図（小池地区海岸：一定区間 No.9,No.11,No.13） 

 

 

 

図 標準断面図（小池地区海岸：一定区間 No.10,No.12） 
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図 標準断面図（小池地区海岸：一定区間 No.14,No.15）  
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図 標準断面図（八木沢地区海岸：一定区間 No.1,No.3） 

 

 

 

図 標準断面図（八木沢地区海岸：一定区間 No.2） 
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図 標準断面図（西浜地区海岸：一定区間 No.1） 

 

 

 

図 一般図（西浜地区海岸：一定区間 No.2） 
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図 標準断面図（西浜地区海岸：一定区間 No.3） 

 

 

 

図 標準断面図（西浜地区海岸：一定区間 No.4,No.6） 
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図 一般図（西浜地区海岸：一定区間 No.5） 

 

 

 
図 標準断面図（西浜地区海岸：一定区間 No.7,No.9） 
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図 一般図（西浜地区海岸：一定区間 No.8） 

 

 

 

図 標準断面図（西浜地区海岸：一定区間 No.9） 
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参考資料-2 長寿命化計画策定、改訂時の履歴 
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表 改訂等の履歴一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

版数 日付 改訂箇所・追加資料 理由等 

1 2021 年(令和 3年)1 月 29 日 － 新規策定 
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参考資料-3 点検結果(変状ランクの判定・健全度評価結果) 

 

（※一定区間毎の健全度評価結果を図面に記載したものは、別途報告書内の点検結果シートに添付） 
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表 点検・変状ランクの判定・健全度評価の結果一覧（小池地区海岸） 

 

  

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

11 a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

12 b 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - -

13 c 1 3 0 11 1 6 1 1 0 0 3 0 1 - -

14 d 0 4 1 6 0 0 0 6 1 1 1 1 1 - -

15 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

16 B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

17 C 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 - -

18 D 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 - -

19 a - - - - - - - - - - - - - 1 1

20 b - - - - - - - - - - - - - 0 0

21 c - - - - - - - - - - - - - 1 1

22 d - - - - - - - - - - - - - 0 0

23 A - - - - - - - - - - - - - 0 0

24 B - - - - - - - - - - - - - 1 1

25 C - - - - - - - - - - - - - 0 0

26 D - - - - - - - - - - - - - 0 0

27 × 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

28 △1 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

29 △2 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

30 △3 1 - 0 - 0 - 1 - - 1 - 1 - - -

31 ○ 0 - 1 - 1 - 0 - - 0 - 0 - - -

32 A* 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

33 B* 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

34 C* 1 - 0 - 1 - 1 - - 1 - 1 - - -

35 D* 0 - 1 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - -

28

29

30

都道府県 静岡県

離岸堤等土木構造物の
変状ランク
（個数）

離岸堤等の健全度評価
（個数）

項目名 入力内容

▽点検対象施設の基本情報

所管 水産庁

沿岸名 伊豆半島沿岸

海岸名 八木沢漁港海岸

地区海岸名 小池地区海岸

▽健全度に係る情報

施設名 護岸・陸閘・突堤

海岸管理者名 伊豆市長

▽点検の実施に係る情報

点　検　履　歴

定期点検実施　年月日(西暦) 2020/11/10、2020/11/30、2020/12/1

定期点検の種類（一次・二次・年点検） 一次・二次

定期点検を実施した一定区間

修繕等に要した経費（千円）

健　全　度　等　評　価　履　歴

堤防・護岸等土木構造物の
変状ランク
（個数）

堤防・護岸等の健全度評価
（個数）

水門・陸閘等の設備の変状ランク
（個数）

総合的健全度評価（個数）

▽修繕等に係る情報

修　繕　等　履　歴

修繕等　実施年度（西暦）

修繕等の概要
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表 点検・変状ランクの判定・健全度評価の結果一覧（八木沢地区海岸） 

 

  

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 No.1 No.2 No.3

11 a 0 0 0

12 b 2 0 1

13 c 2 0 0

14 d 1 1 1

15 A 0 0 0

16 B 0 0 0

17 C 1 0 1

18 D 0 1 0

19 × - 0 -

20 △1 - 0 -

21 △2 - 0 -

22 △3 - 1 -

23 ○ - 0 -

24 A* - 0 -

25 B* - 0 -

26 C* - 1 -

27 D* - 0 -

28

29

30

都道府県 静岡県

項目名 入力内容

▽点検対象施設の基本情報

所管 水産庁

沿岸名 伊豆半島沿岸

海岸名 八木沢漁港海岸

地区海岸名 八木沢地区海岸

▽健全度に係る情報

施設名 護岸・陸閘

海岸管理者名 伊豆市長

▽点検の実施に係る情報

点　検　履　歴

定期点検実施　年月日(西暦) 2020/11/10、2020/12/1

定期点検の種類（一次・二次・年点検） 一次・二次

定期点検を実施した一定区間

修繕等に要した経費（千円）

健　全　度　等　評　価　履　歴

堤防・護岸等土木構造物の
変状ランク
（個数）

堤防・護岸等の健全度評価
（個数）

水門・陸閘等の設備の変状ランク
（個数）

総合的健全度評価（個数）

▽修繕等に係る情報

修　繕　等　履　歴

修繕等　実施年度（西暦）

修繕等の概要
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表 点検・変状ランクの判定・健全度評価の結果一覧（西浜地区海岸） 

 

 

 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9

11 a 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 c 5 0 0 0 0 0 3 0 13

14 d 2 1 1 6 1 5 1 1 23

15 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0

17 C 0 0 0 0 0 0 1 0 1

18 D 0 1 1 1 1 1 0 1 0

19 × - 0 - - 0 - - 0 -

20 △1 - 0 - - 1 - - 0 -

21 △2 - 0 - - 0 - - 1 -

22 △3 - 1 - - 0 - - 0 -

23 ○ - 0 - - 0 - - 0 -

24 A* - 0 - - 0 - - 0 -

25 B* - 0 - - 1 - - 1 -

26 C* - 1 - - 0 - - 0 -

27 D* - 0 - - 0 - - 0 -

28

29

30

都道府県 静岡県

項目名 入力内容

▽点検対象施設の基本情報

所管 水産庁

沿岸名 伊豆半島沿岸

海岸名 八木沢漁港海岸

地区海岸名 西浜地区海岸

▽健全度に係る情報

施設名 護岸・陸閘

海岸管理者名 伊豆市長

▽点検の実施に係る情報

点　検　履　歴

定期点検実施　年月日(西暦) 2020/12/1、2020/12/3

定期点検の種類（一次・二次・年点検） 一次・二次

定期点検を実施した一定区間

修繕等に要した経費（千円）

健　全　度　等　評　価　履　歴

堤防・護岸等土木構造物の
変状ランク
（個数）

堤防・護岸等の健全度評価
（個数）

水門・陸閘等の設備の変状ランク
（個数）

総合的健全度評価（個数）

▽修繕等に係る情報

修　繕　等　履　歴

修繕等　実施年度（西暦）

修繕等の概要
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参考資料-4 点検記録シート 

 

(※別途報告書に添付) 
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参考資料-5 ライフサイクルコストの概要 

 

（※各一定区間の LCC は、別途報告書に添付） 
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図 LCC 算定結果（護岸・突堤） 
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表 LCC 算定結果（護岸・突堤） 

修繕費 点検費 単年費用 累計費用 単年費用 累計費用

2021 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 2 0.00 0.00 0.00 0.00 124.12 124.12

2023 3 19.05 0.00 19.05 19.05 60.34 184.46

2024 4 0.00 0.00 0.00 19.05 0.00 184.46

2025 5 0.00 1.83 1.83 20.88 124.75 309.21

2026 6 0.00 0.00 0.00 20.88 0.00 309.21

2027 7 0.00 0.00 0.00 20.88 0.00 309.21

2028 8 0.00 0.00 0.00 20.88 0.00 309.21

2029 9 0.00 0.00 0.00 20.88 0.00 309.21

2030 10 0.00 1.83 1.83 22.71 0.00 309.21

2031 11 0.00 0.00 0.00 22.71 0.00 309.21

2032 12 0.00 0.00 0.00 22.71 0.00 309.21

2033 13 0.00 0.00 0.00 22.71 0.00 309.21

2034 14 0.00 0.00 0.00 22.71 0.00 309.21

2035 15 0.57 1.83 2.40 25.11 0.00 309.21

2036 16 0.00 0.00 0.000 25.11 0.00 309.21

2037 17 0.00 0.00 0.00 25.11 0.00 309.21

2038 18 0.00 0.00 0.00 25.11 0.00 309.21

2039 19 0.00 0.00 0.00 25.11 0.00 309.21

2040 20 0.00 1.83 1.83 26.94 0.00 309.21

2041 21 0.00 0.00 0.00 26.94 9.36 318.57

2042 22 0.00 0.00 0.000 26.94 0.60 319.17

2043 23 0.62 0.00 0.62 27.56 8.41 327.58

2044 24 3.26 0.00 3.26 30.82 15.60 343.18

2045 25 6.38 1.83 8.21 39.03 0.00 343.18

2046 26 0.00 0.00 0.00 39.03 0.00 343.18

2047 27 0.02 0.00 0.02 39.05 0.00 343.18

2048 28 0.00 0.00 0.000 39.05 0.00 343.18

2049 29 0.00 0.00 0.00 39.05 0.00 343.18

2050 30 0.00 1.83 1.83 40.88 0.00 343.18

2051 31 0.00 0.00 0.000 40.88 0.00 343.18

2052 32 0.85 0.00 0.85 41.73 0.00 343.18

2053 33 0.00 0.00 0.00 41.73 40.62 383.80

2054 34 4.05 0.00 4.05 45.78 0.00 383.80

2055 35 0.00 1.83 1.83 47.61 0.00 383.80

2056 36 3.17 0.00 3.17 50.78 0.00 383.80

2057 37 0.02 0.00 0.02 50.80 32.60 416.40

2058 38 0.00 0.00 0.00 50.80 0.00 416.40

2059 39 0.00 0.00 0.00 50.80 0.00 416.40

2060 40 0.00 1.83 1.83 52.63 0.00 416.40

2061 41 0.98 0.00 0.98 53.61 0.00 416.40

2062 42 8.95 0.00 8.95 62.56 0.00 416.40

2063 43 0.00 0.00 0.00 62.56 0.00 416.40

2064 44 0.00 0.00 0.00 62.56 0.00 416.40

2065 45 0.00 1.83 1.83 64.39 0.00 416.40

2066 46 0.04 0.00 0.04 64.43 0.00 416.40

2067 47 0.00 0.00 0.00 64.43 0.00 416.40

2068 48 0.00 0.00 0.00 64.43 0.00 416.40

2069 49 0.00 0.00 0.00 64.43 0.00 416.40

2070 50 1.70 1.83 3.53 67.96 0.00 416.40

49.66 18.30

コスト縮減効果 348.44

年数
維持管理費用(百万円) 更新費用(百万円)

合計 67.96 416.40
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図 LCC 算定結果（陸閘：土木構造物） 
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表 LCC 算定結果（陸閘：土木構造物） 

修繕費 点検費 単年費用 累計費用 単年費用 累計費用

2021 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2023 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2025 5 0.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00

2026 6 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

2027 7 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

2028 8 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

2029 9 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

2030 10 0.00 0.20 0.20 0.40 0.00 0.00

2031 11 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00

2032 12 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00

2033 13 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00

2034 14 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00

2035 15 0.00 0.20 0.20 0.60 0.00 0.00

2036 16 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00

2037 17 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00

2038 18 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00

2039 19 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00

2040 20 0.00 0.20 0.20 0.80 0.00 0.00

2041 21 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00

2042 22 0.00 0.00 0.00 0.80 4.32 4.32

2043 23 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 4.32

2044 24 0.00 0.00 0.00 0.80 2.16 6.48

2045 25 0.00 0.20 0.20 1.00 3.68 10.16

2046 26 0.17 0.00 0.17 1.17 0.00 10.16

2047 27 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 10.16

2048 28 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 10.16

2049 29 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 10.16

2050 30 0.00 0.20 0.20 1.37 0.00 10.16

2051 31 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 10.16

2052 32 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 10.16

2053 33 0.00 0.00 0.00 1.37 1.97 12.13

2054 34 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 12.13

2055 35 0.00 0.20 0.20 1.57 0.00 12.13

2056 36 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 12.13

2057 37 0.00 0.00 0.00 1.57 3.91 16.04

2058 38 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 16.04

2059 39 0.02 0.00 0.02 1.59 0.00 16.04

2060 40 0.00 0.20 0.20 1.79 0.00 16.04

2061 41 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 16.04

2062 42 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 16.04

2063 43 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 16.04

2064 44 0.04 0.00 0.04 1.83 0.00 16.04

2065 45 0.00 0.20 0.20 2.03 0.00 16.04

2066 46 0.02 0.00 0.02 2.05 0.00 16.04

2067 47 0.15 0.00 0.15 2.20 0.00 16.04

2068 48 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 16.04

2069 49 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 16.04

2070 50 0.00 0.20 0.20 2.40 0.00 16.04

0.40 2.00

コスト縮減効果 13.64

年数
維持管理費用(百万円) 更新費用(百万円)

合計 2.40 16.04
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平準化前 

 

 

平準化後 

 

図 LCC 算定結果（陸閘：設備）  
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表 LCC 算定結果（陸閘：設備） 

平準化前 

  

点検費 修繕費 単年 合計 単年 合計
2020 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 1 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2022 2 20.00 0.00 20.00 40.00 20.00 40.00
2023 3 20.00 44.00 64.00 104.00 112.00 152.00
2024 4 20.00 0.00 20.00 124.00 44.00 196.00
2025 5 20.00 0.00 20.00 144.00 20.00 216.00
2026 6 20.00 0.00 20.00 164.00 20.00 236.00
2027 7 20.00 0.00 20.00 184.00 20.00 256.00
2028 8 20.00 0.00 20.00 204.00 20.00 276.00
2029 9 20.00 0.00 20.00 224.00 20.00 296.00
2030 10 20.00 42.00 62.00 286.00 53.00 349.00
2031 11 20.00 0.00 20.00 306.00 29.00 378.00
2032 12 20.00 0.00 20.00 326.00 33.00 411.00
2033 13 20.00 0.00 20.00 346.00 20.00 431.00
2034 14 20.00 0.00 20.00 366.00 20.00 451.00
2035 15 20.00 0.00 20.00 386.00 20.00 471.00
2036 16 20.00 0.00 20.00 406.00 40.00 511.00
2037 17 20.00 42.00 62.00 468.00 41.00 552.00
2038 18 20.00 0.00 20.00 488.00 29.00 581.00
2039 19 20.00 0.00 20.00 508.00 24.00 605.00
2040 20 20.00 0.00 20.00 528.00 20.00 625.00
2041 21 20.00 0.00 20.00 548.00 20.00 645.00
2042 22 20.00 0.00 20.00 568.00 20.00 665.00
2043 23 20.00 0.00 20.00 588.00 28.00 693.00
2044 24 20.00 42.00 62.00 650.00 41.00 734.00
2045 25 20.00 0.00 20.00 670.00 29.00 763.00
2046 26 20.00 0.00 20.00 690.00 24.00 787.00
2047 27 20.00 0.00 20.00 710.00 20.00 807.00
2048 28 20.00 0.00 20.00 730.00 20.00 827.00
2049 29 20.00 0.00 20.00 750.00 20.00 847.00
2050 30 20.00 44.00 64.00 814.00 28.00 875.00
2051 31 20.00 30.00 50.00 864.00 41.00 916.00
2052 32 20.00 22.00 42.00 906.00 100.00 1016.00
2053 33 20.00 24.00 44.00 950.00 48.00 1064.00
2054 34 20.00 0.00 20.00 970.00 20.00 1084.00
2055 35 20.00 0.00 20.00 990.00 20.00 1104.00
2056 36 20.00 0.00 20.00 1010.00 20.00 1124.00
2057 37 20.00 12.00 32.00 1042.00 28.00 1152.00
2058 38 20.00 15.00 35.00 1077.00 20.00 1172.00
2059 39 20.00 6.00 26.00 1103.00 41.00 1213.00
2060 40 20.00 9.00 29.00 1132.00 33.00 1246.00
2061 41 20.00 13.00 33.00 1165.00 33.00 1279.00
2062 42 20.00 0.00 20.00 1185.00 20.00 1299.00
2063 43 20.00 0.00 20.00 1205.00 20.00 1319.00
2064 44 20.00 12.00 32.00 1237.00 28.00 1347.00
2065 45 20.00 23.00 43.00 1280.00 40.00 1387.00
2066 46 20.00 6.00 26.00 1306.00 41.00 1428.00
2067 47 20.00 9.00 29.00 1335.00 29.00 1457.00
2068 48 20.00 4.00 24.00 1359.00 24.00 1481.00
2069 49 20.00 0.00 20.00 1379.00 20.00 1501.00
2070 50 20.00 0.00 20.00 1399.00 20.00 1521.00

1000.00 399.00

西暦 年数
維持管理費(百万円) 更新費(百万円)

1521.00
合計 1399.00

コスト縮減効果 122.00
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平準化後 

  

点検費 修繕費 単年 合計 単年 合計
2020 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 1 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2022 2 20.00 0.00 20.00 40.00 20.00 40.00
2023 3 20.00 44.00 64.00 104.00 112.00 152.00
2024 4 20.00 0.00 20.00 124.00 44.00 196.00
2025 5 20.00 0.00 20.00 144.00 20.00 216.00
2026 6 20.00 0.00 20.00 164.00 20.00 236.00
2027 7 20.00 0.00 20.00 184.00 20.00 256.00
2028 8 20.00 0.00 20.00 204.00 20.00 276.00
2029 9 20.00 22.00 42.00 246.00 20.00 296.00
2030 10 20.00 20.00 40.00 286.00 53.00 349.00
2031 11 20.00 0.00 20.00 306.00 29.00 378.00
2032 12 20.00 0.00 20.00 326.00 33.00 411.00
2033 13 20.00 0.00 20.00 346.00 20.00 431.00
2034 14 20.00 0.00 20.00 366.00 20.00 451.00
2035 15 20.00 0.00 20.00 386.00 20.00 471.00
2036 16 20.00 22.00 42.00 428.00 40.00 511.00
2037 17 20.00 20.00 40.00 468.00 41.00 552.00
2038 18 20.00 0.00 20.00 488.00 29.00 581.00
2039 19 20.00 0.00 20.00 508.00 24.00 605.00
2040 20 20.00 0.00 20.00 528.00 20.00 625.00
2041 21 20.00 0.00 20.00 548.00 20.00 645.00
2042 22 20.00 0.00 20.00 568.00 20.00 665.00
2043 23 20.00 22.00 42.00 610.00 28.00 693.00
2044 24 20.00 20.00 40.00 650.00 41.00 734.00
2045 25 20.00 0.00 20.00 670.00 29.00 763.00
2046 26 20.00 0.00 20.00 690.00 24.00 787.00
2047 27 20.00 0.00 20.00 710.00 20.00 807.00
2048 28 20.00 0.00 20.00 730.00 20.00 827.00
2049 29 20.00 22.00 42.00 772.00 20.00 847.00
2050 30 20.00 22.00 42.00 814.00 28.00 875.00
2051 31 20.00 30.00 50.00 864.00 41.00 916.00
2052 32 20.00 22.00 42.00 906.00 100.00 1016.00
2053 33 20.00 24.00 44.00 950.00 48.00 1064.00
2054 34 20.00 0.00 20.00 970.00 20.00 1084.00
2055 35 20.00 0.00 20.00 990.00 20.00 1104.00
2056 36 20.00 0.00 20.00 1010.00 20.00 1124.00
2057 37 20.00 12.00 32.00 1042.00 28.00 1152.00
2058 38 20.00 15.00 35.00 1077.00 20.00 1172.00
2059 39 20.00 6.00 26.00 1103.00 41.00 1213.00
2060 40 20.00 9.00 29.00 1132.00 33.00 1246.00
2061 41 20.00 13.00 33.00 1165.00 33.00 1279.00
2062 42 20.00 0.00 20.00 1185.00 20.00 1299.00
2063 43 20.00 0.00 20.00 1205.00 20.00 1319.00
2064 44 20.00 12.00 32.00 1237.00 28.00 1347.00
2065 45 20.00 23.00 43.00 1280.00 40.00 1387.00
2066 46 20.00 6.00 26.00 1306.00 41.00 1428.00
2067 47 20.00 9.00 29.00 1335.00 29.00 1457.00
2068 48 20.00 4.00 24.00 1359.00 24.00 1481.00
2069 49 20.00 0.00 20.00 1379.00 20.00 1501.00
2070 50 20.00 0.00 20.00 1399.00 20.00 1521.00

1000.00 399.00

：前倒し

西暦 年数
維持管理費(百万円) 更新費(百万円)

1521.00
合計 1399.00

コスト縮減効果 122.00
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平準化後 

 

図 LCC 算定結果（漁港海岸全体） 
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表 LCC 算定結果（漁港海岸全体） 

平準化後 

 

点検費 修繕費 単年 合計 単年 合計
2020 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 1 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2022 2 20.00 0.00 20.00 40.00 144.12 164.12
2023 3 20.00 63.05 83.05 123.05 172.34 336.46
2024 4 20.00 0.00 20.00 143.05 44.00 380.46
2025 5 22.03 0.00 22.03 165.08 144.75 525.21
2026 6 20.00 0.00 20.00 185.08 20.00 545.21
2027 7 20.00 0.00 20.00 205.08 20.00 565.21
2028 8 20.00 0.00 20.00 225.08 20.00 585.21
2029 9 20.00 22.00 42.00 267.08 20.00 605.21
2030 10 22.03 20.00 42.03 309.11 53.00 658.21
2031 11 20.00 0.00 20.00 329.11 29.00 687.21
2032 12 20.00 0.00 20.00 349.11 33.00 720.21
2033 13 20.00 0.00 20.00 369.11 20.00 740.21
2034 14 20.00 0.00 20.00 389.11 20.00 760.21
2035 15 22.03 0.57 22.60 411.71 20.00 780.21
2036 16 20.00 22.00 42.00 453.71 40.00 820.21
2037 17 20.00 20.00 40.00 493.71 41.00 861.21
2038 18 20.00 0.00 20.00 513.71 29.00 890.21
2039 19 20.00 0.00 20.00 533.71 24.00 914.21
2040 20 22.03 0.00 22.03 555.74 20.00 934.21
2041 21 20.00 0.00 20.00 575.74 29.36 963.57
2042 22 20.00 0.00 20.00 595.74 24.92 988.49
2043 23 20.00 22.62 42.62 638.36 36.41 1024.90
2044 24 20.00 23.26 43.26 681.62 58.76 1083.66
2045 25 22.03 6.38 28.41 710.03 32.68 1116.34
2046 26 20.00 0.17 20.17 730.20 24.00 1140.34
2047 27 20.00 0.02 20.02 750.22 20.00 1160.34
2048 28 20.00 0.00 20.00 770.22 20.00 1180.34
2049 29 20.00 22.00 42.00 812.22 20.00 1200.34
2050 30 22.03 22.00 44.03 856.25 28.00 1228.34
2051 31 20.00 30.00 50.00 906.25 41.00 1269.34
2052 32 20.00 22.85 42.85 949.10 100.00 1369.34
2053 33 20.00 24.00 44.00 993.10 90.59 1459.93
2054 34 20.00 4.05 24.05 1017.15 20.00 1479.93
2055 35 22.03 0.00 22.03 1039.18 20.00 1499.93
2056 36 20.00 3.17 23.17 1062.35 20.00 1519.93
2057 37 20.00 12.02 32.02 1094.37 64.51 1584.44
2058 38 20.00 15.00 35.00 1129.37 20.00 1604.44
2059 39 20.00 6.02 26.02 1155.39 41.00 1645.44
2060 40 22.03 9.00 31.03 1186.42 33.00 1678.44
2061 41 20.00 13.98 33.98 1220.40 33.00 1711.44
2062 42 20.00 8.95 28.95 1249.35 20.00 1731.44
2063 43 20.00 0.00 20.00 1269.35 20.00 1751.44
2064 44 20.00 12.04 32.04 1301.39 28.00 1779.44
2065 45 22.03 23.00 45.03 1346.42 40.00 1819.44
2066 46 20.00 6.06 26.06 1372.48 41.00 1860.44
2067 47 20.00 9.15 29.15 1401.63 29.00 1889.44
2068 48 20.00 4.00 24.00 1425.63 24.00 1913.44
2069 49 20.00 0.00 20.00 1445.63 20.00 1933.44
2070 50 22.03 1.70 23.73 1469.36 20.00 1953.44

1020.30 449.06

コスト縮減効果 484.08

西暦 年数
維持管理費(百万円) 更新費(百万円)

1953.44
合計 1469.36
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